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ウガンダ国中部3県農業・農村振興支援計画

カンパラ市内ナカセロ市場でバナナ（マトケ）を荷卸

無償事美のムコノ農業試験開発センター（旧DFI）

ブドゥガラ村民グループによるヤム品種試験

ムコノ県ブドゥガラ村でのワークショップ

カンパラ市内ナカセロ市場で売られる野菜類

農業試験開発センター内の講義室・宿舎棟

農業試験開発センターのコーヒー展示圃場

村民20名が参加



マラウイ国南部地域ため池再活性化計画・サリマ農業開発地区マイクロ潅漑農業普及計画

チョンバため池（ブランタイア）

Bwengaグループの足踏みポンプ(US$150/台)

Mawongaグループの共同農作業

Lifuwuグループのワークショップ

チルワため池（マチンガ）

Liwadziグループが設置した簡易な堰

野菜畑に潅漑するMawonga村の女性

FAO無償肥料の配布を待つ女性たち(Lifuwu)



エティオピア国オロミア州農業セクター開発マスタープラン調査

リフトバレー内メキ潅漑実証圃場（東ショア圏）

斜面に作付けられたチャットとメイズ（ハラール）

エンセーテ（偽バナナ）と農家（西ショア圏ナカムテ）

アルシの小麦畑・大区画圃場

メキ近郊のテフ畑（東ショア圏）

市場でチャットを売る女性たち（ディレダワ）

EPPクレジット肥料の配布（デブラゼイト）

山間部の農耕地（アルシ～バレ）
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本報告書は､社団法人海外農業開発コンサルタンツ協会(ADCA)がウガンダ､マラウイ,

エティオピアの3ヶ国において実施したプロジェクトファインディング調査の結果を取り

まとめたものである｡本調査の実施に当たり､ADCAは平成14年8月27日から9月15日の

20日間に亘り､日本工営㈱の下記3名から成る調査団を派遣した｡

神山雅之団長・地域農業開発計画

江波戸美智子村落社会・人材育成

濱田大輪開発政策・行政アクセス（現地支援）

調査団は、ウガンダ国農畜水産省、マラウイ国農業潅漑省、エティオピア国オロミア州

政府と下記4案件に係る意向を確認すると共に現場踏査を実施した。

ウガンダ国中部3県農業・農村振興支援計画

マラウイ国南部地域ため池再活性化計画

サリマ農業開発地区マイクロ潅漑農業普及計画

エティオピア国オロミア州農業セクター開発マスタープラン調査

本調査では、政府関係機関より多大なる協力を得て、調査業務を効率的かつ円滑に遂行

することができた。また、在エティオピア日本大使館、国際協力事業団ケニア事務所、マ

ラウイ事務所並びにエティオピア事務所より貴重な助言を戴いた。ここに深甚なる感謝の

意を表する次第である。

平成14年9月

プロジェクト・ファインディング調査団

神山雅之
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ウガンダ



第1章ウガンダ

1.1一般情勢

1.1.1国土･人口

ウガンダ共和国は東アフリカの赤道直下に位置する内陸国であり,東をケニア､南をス

ーダン､西をルワンダ､北をタンザニアと国境を接する｡国土面積は24.1万km2で,約18％

に当たる4.4万km2がビクトリア湖,ナイル川等の水域に占められている｡平均標高1,220m

の高地に位置し､全般的に温暖な季候下にある｡首都カンパラを含む湖岸地域は年平均

20℃ ･年降水量1,500mm-1,750mm､西部地域は年平均20℃ ･降水量1,000mm.東北部地域

(カラモジャ地方)は年平均24℃ ･降雨量500mmであり,農業生態的には多様性に富んで

いる｡雨期は年二回あり､降雨量の70%近くが大雨期(3～5月)と小雨期(9月～11月)に集

中する｡

人口は年率3.5%(1991年-1997年)で伸びており, 2000年は22.2百万人(世銀)に達して

いる｡下図に示すとおり,首都カンパラを中心とするビクトリア湖岸地域は農業ポテンシ

ャルが高く､同国の経済活動の中心であり.人口圧力が増す傾向にある｡

ウガンダの人口分布

ウガンダはバントゥー系のガンダ、ソガ、トロ、ニョロの諸民族が人口の3分の2を占

め、残りをナイル系のアチョリ、カラモジョンなどが占める多民族国家である。公用語は

英語とスワヒリ語であるが、日常会話は民族固有あるいは各地域で慣習的に使われてきた

言語が用いられている。カンパラを含む中部地域では主としてガンダ語が話されている。

また、国民の33％がローマ・カトリック教徒、33％がプロテスタント、16％がイスラム教
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徒､ 18%が伝統宗教を信仰している｡

ウガンダはUNDP人間開発指数では160位にある｡平均寿命は40.5歳で､成人の6.1%が

HIV/AIDSの罹患者であるとされており､1999年に報告された同疾病による死亡者数は

110,000に達しているHIV/AIDSによる社会構造の変化は長い間危倶されてきたが,近年

は成人層が減少傾向を示している｡

1.1.2開発政策･到達点

ウガンダは､1898年から1962年の独立までイギリスの保護領であった｡独立以来､度重

なるクーデターにより政治経済は混乱したが､1986年に現大統領であるヨウェリ･カグタ･

ムセヴェニが､北部および西部の一部を除くほぼ全土を平定した｡　ムセヴェニ政権は,世

銀IMFおよびドナー諸国の支援を受け､農産物の生産者価格自由化､公社による輸出品の

独占廃止､民営化計画の推進,公共部門の余剰人員の削減など経済再建を進め､ 90年代に

は7.0%という驚異的な経済成長率を達成した｡しかし､一方では個人所得の伸びは低迷し

ており､一人当りGNPはUS$300と低く2､総人口における絶対的貧困層は44%(1997年現

在)を占めるに至っている3｡かかる状況下,政府は2017年を目標に貧困層を10%削減する

国家開発フレームワークを設定し､ 1997年､その実現に向けた貧困削減アクションプラン
J

(PEAP)を策定した　PEAPは､マクロ経済を安定化させ､民間投資を促進する一方､貧困層

が所得向上を実現するために不可欠な保健･教育･水供給等の基礎インフラ整備を基本方

針としており､さらに､紛争と災害が貧困問題の根源になっていることから､北部地域を

中心に治安の改善を優先課題とした｡

ウガンダは2000年に重債務貧困国(HIPC)に正式に認定され､累積債務のうち約70億ド

ルの削減措置がとられた｡その条件として､世銀はPEAPを貧困削減戦略書(PRSP)と同義に

位置づけ,ウガンダ政府に対してPEAPの改善を求めた｡現在､対ウガンダ援助では､国際

機関･ドナー諸国の援助協調が進められており､ PEAPに沿ってセクターワイドなアプロー

チが続けられている｡農業セクターの開発戦略も､原則的にはPEAPに沿って,下記のウガ

ンダ参加型貧困評価プログラム(UPPAP)に基づく農業近代化計画(PMA)としてまとめられて

いる｡

(1)ウガンダ参加型貧困評価プログラム(UPPAP)

ウガンダ参加型貧困評価プログラム(UPPAP-Uganda Participatory Poverty Assessment

programme)は､従来の貧困アセスメントに加えて,参加型手法を用いた社会調査を通じて､

住民の視点から貧困を理解し政策に取り入れていく試みである｡社会調査はウガンダの9

県36地区において､ 1998年1月から3年間に亘り実施された｡後述する農業近代化計画は

uppAPの調査結果を踏まえて, ｢農民は貧困を単に金銭やBHNが満たされていないというだ

けでなく､自らが貧困の悪循環から脱出できない無力感あるいは絶望感をも意味する｣とし

ている｡すなわち､ウガンダの平均的な世帯は､生産に対して投資するだけの資本をほと

んど持たず､保健･教育あるいは生活必需品を入手する経済力が無いため､より貧困に向

かう悪循環を辿っている　UPPAPは､貧困削減は単なる所得向上だけでは解決することは難

しく,貧困層が健全な市民生活-参加することを支援するための総合的なアプローチが必

1ここで用いられた主な統計はCIAのWorldFactBook
(http://www.odci.oo
2worldBank.(2001).志望濫actbook/Reos/uR.htmltfPe｡ple)(Ci-50
(http://wwサ.w｡rldbank.｡rRydata/c｡untrydata/aaR/u臥aag.pdf).2｡｡｡年推計o
3遥tfv
/>^雷謂ぞ芸湖電設る定常(illftS,,
13%<t#｡漂幣54%､中央部では28%と報告されている｡また､この
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要であるとしている｡

(2)農業近代化計画肝(Plan for Modernisation of Agriculture)

2000年に策定された農業近代化計画は,農業セクターの各分野がそれぞれ貧困削減に貢

献することを求めている｡ドナー諸国は下表のとおり､独自性ある援助を展開しているが,

一方では､国際機関･ドナー間において援助効率を高めるための調整も行われている｡

援助機関･ドナー諸国の対ウガンダ援助

DAN IDA �"Rak a i, Mu be nde , N ebb i へ の地方分権化支援○

Kabar o le, M asa ka , Pa ll is a, R ak a i, To ro ro とウガンダ全域にある全国農民
連合会 (Ugan dan n a tio n a l Fa rm es A ss oc ia t ion / U肝A)に対 しての農 業支援0

UNDP /UN CDF A ru a , J in ja, Ka b a le, K o t id o , M uk on o に対 して県 レベ ルでの計画立案､ 予算
計 上､ および財政支援 を実施 0

Nether lan d s A d jum a n i, A rua , K at ak w i, L ira , N eb b i, M oyo , So ro t i での県政府 への行政
お よび財政支援0 ま た､ これ らの県の 中には農業普及サ ー ビスの民間委託支
援 を行 つている ところもあ る0

Ire land K ib aa le , K ibog a , Ku皿i の 9 年か ら 15 年の長期に亘る行政および財政管理 に
対す る支援 と能 力向上 ､ 研修 を実施O また､ 道路整備 ､ 保健教育な どのイ ン

フラ整備お よび農業 投入財 の支援 を 1994 年 か らKibaa le で行 つてい る 1996
年以降 Kiboga と Ⅹu皿i に も実 施 されてい る0

Be lg ian Su rv iv a l B u s he n i, B ud ibu g yo , K is or o , Ka ba le , Kab a ro le , K a ses e . M ba rar a, N tum gan o ,
Fu nd / IF AD Ru k en g ir i, Sem ba bu le にお いて 地方分権 化 と農業普及 支援 を 1994 年 か ら

Hoim a とKib aa le で実施 0 現在 は Kabar o le に も同様 の支援 を拡九 1996 年以

来 Masind i でも実施 して い るQ また､ Kase se では 2 国間援 助を実施0

AfDB A r u a, A d ju m an i, M o yo , N e bb i で調整 ､ 監理､ モニタ リングなどの能力向上 を
実施0

世銀 Apac, B u gir i, B u sh e n y i, K a ba ro le , K itgu皿, Ma sak a , Mb a le , M p ig i, Mu b en de ,
N eb b i, N tu n gamo , T or o ro は地方 自治体開発 プ ログラムを実施0

出典‥Ministry of Agr icultur e An i皿al In dustry and F isher ies. (2000). Nationa l A gr icultura l Advisory
Services Progra【皿e (NAADS). P5-6.

また､政府は小規模農家-の農業支援サービスの一環として,国家農業相談サービス

(NAADS)を実施しており､各ドナーに対してコモンバスケット方式の資金支援を要請してい

る｡

1.1.3わが国ODAの動き

わが国の対ウガンダ援助は,食料増産援助(2KR),教育､電力､道路における一般無償資

金協力,研修員の受け入れ,開発調査など多岐に亘る｡また､構造調整支援を目的に､ 1993

年度に62億円の円借款､ 1998年度までに54億円のノン･プロジェクト無償援助を供与し

た実績がある1997年には経済協力政策協議が行われ､わが国は基礎インフラ整備と人的

資源開発および農業開発を重点的に支援することが合意された｡

農業分野では､ムコノ県農業普及訓練所(DPI: District Farmers Institute)の建物,農

場､施設の改善および職員の能力向上にかかる無償資金協力が1997年から3年間に亘って

実施されているo　教育分野では､ナカワ職業訓練校-のプロジェクト方式技術協力が1968

年6月　-1974年6月と1997年5月　-2002年5月の二期に亘って実施されている1997年

からは職業訓練校の校舎および学生寮の建設と技術指導にあたる専門家が派遣されているo

また､同年,国立ムラゴ病院に医療機材が供与され,深井戸建設および機材供与が実施さ

れた｡青年海外協力隊も2001年度より派遣が再開され､現在､ 6名の隊員が農業･畜産･

医療･教育･村落普及などの分野で活動しているo

－3－



わが国のウガンダ援助

単位：百万ドル

暦年 贈 与 政府貸付 l 合 計

t無償資金協力 技術協力 計 支 出総額 支 出純額

9 4 3 0．32 （62） 4．9 7 （10） 3 5．2 9 （7 2） 1 3．5 0 13．5 0 （28） 4 8 ．7 3 （1 0 0）

9 5 1 7．16 （4 1） 6．7 5 （16） 2 3 ．9 1 （5 7） 1 7．8 9 1 7．8 9 （4 3） 4 1．8 0 （1 00）

9 6 2 0．0 2 （74） 6．8 8 （2 6） 26 ．9 0 （1 0 0） － － （一） 2 6 ．9 0 （1 0 0）

9 7 1 9．77 （74） 7．1 0 （2 6） 26 ．8 6 （1 0 0） ー ー （－） 2 6 ．8 6 （1 0 0）

9 8 1 6．8 8 （7 1） 7 ．0 3 （2 9） 2 3．9 1 （1 0 0） ∬ ー （・） 2 3 ．9 1 （1 0 0）

累計 17 6 ．6 2 （6 3） 4 4 ．6 9 （16） 2 2 1．3 1 （7 9） 6 3．3 5 5 8 ．1 3 （2 1） 2 7 9 ．4 5 （1 0 0）

(http ://www.mo fa.ero.iT)/moffli /?aiko/oda/oda99/s?e/｣r5-02.}itmより転載)

1．1．4農業現況

（1）概況

ウガンダ農業はGDPの42．5％、総輸出額の90％に寄与すると共に、就労人口の86％に就

業機会を与える同国の基幹産業である。主食である調理用バナナ（マトケ）の他、メイズ、

豆類、サツマイモ等の食用作物に加え、コーヒー、茶、ゴマ等の伝統的な換金作物が全国

的に栽培されている。ウガンダでは、コーヒーは小農の重要な収入源である。一方、茶は

インド系資本の企業農園が大規模に生産している。また、近年、園芸作物の生産が振興さ

れており、カンパラ近郊では、レタス、大根、ブロッコリー、カリフラワー、セロリなど

の野菜類が栽培されている。また、パイナップル、オレンジも広範囲に栽培されている。

同国東部のブギリ、トロロ、パリサ周辺では米の産地を形成している。過去3年間におけ

る主要な農産物の収穫面積および生産量は下表のとおりである。

ウガンダの農業生産

農 産 物
1 9 9 8 年 1 9 9 9 年 2 0 0 0年

収 穫 面 積 '-.^ �"ft i ^ 'll'lih ; 七 壇 心 収 穫 面 積 生 産 量

Q O O O h a) (1 0 0 0to n ) (10 0 0 h a) (10 0 0 ton ) (1 0 0 0 h a ) (1 0 0 0to n )

穀 物 合 計 1 ,3 6 6 1 ,9 11 1,3 3 3 1 ,8 2 5 1,3 7 2 2 ,1 11

メ イ ズ 6 16 7 5 0 6 0 8 7 0 0 6 2 9 1 ,0 9 6

牛 乳 4 9 4 5 0 9 5 11

馬 鈴 薯 6 0 3 8 4 6 4 J4 9 6 8 4 7 8

た ま ね ぎ (生 鮮 ) 2 8 11 2 3 1 12 6 3 5 14 0

砂 糖 (分 み つ 糖 ､ 粗 糖 ) 1 11 1 3 7 1 2 5

大 豆 8 0 9 2 8 4 1 0 1 1 06 12 0

米 ( も み 換 算 ) 6 4 9 0 6 8 9 5 72 1 0 8

牛 肉 及 び 子 牛 肉 9 3 9 6 9 7

豚 肉 5 3 5 4 5 4

鶏 肉 3 6 4 0 4 1

綿 花 ( リ ン ト) 1 5 2 8 2 2

鶏 卵 I S 2 0 2 0

トマ ト 2 1 2 2 1 3 2 1 4

小 麦 5 9 6 ll 7 1 2

－4－

資料:FAO｢FAOSTAT｣http://www.toI】kei ma ff.^o.in/'worlH/inHex.filfis/kaieraikuni.htm



ウガンダの耕作面積は460万ha(国土の19%)で､この内430万haは天水畑で,主に食用

作物が生産されており､残り30万haは換金作物が栽培されている㌔一世帯あたり平均土

地所有面積は南部においては1.6-2.8 ha､北部では3.2 haと報告されている5o　また､近

年の人口増加に伴い,作付け率が上昇し土壌肥沃度が低下する傾向にある(Nkedi-Kizza他)0

(2)農業普及システムと国家農業相談サービス(NAADS)

農業近代化計画(PMA)は､農業生産性の向上と市場流通改善のためには′J､農に対する支揺

サービスの強化が不可欠であるとしているo　その具体的な方策として､ウガンダ農業省は､

国家農業相談サービス(NAADS: National Agricultural Advisory Services)と呼ばれるプ

ログラムを開始した　NAADSは､農業生産性の低さは農業試験研究や農業普及が十分に実施

されていないからではなく､農民一農業普及一試験研究のり′ンケージが不十分であること
が主たる原因であると問題分析している｡政府=は農家の多様なニーズに対応した技術･相

談サービスの提供と資金調達,農業普及部門の予算増加(現在はGDPの0.4%であるが2%

に増加の予定)､市場情報の提供､民間セクターおよび専門家の能力向上を行うとしている｡

さらに､ NAADSは試行5年以内に民営化し､ 25年後にはNAADSに政府助成金を現在の50%

以下にすることを既に決めている　NAADSの基本方針は下記のとおりであるo

①農民を主導の農業支援活動と研究

②小規模農家を対象にした農業サービスの提供

③ジェンダーメインストリーミング

④農業支援サービスの地方分権化の促進

⑤参加型計画,モニタリング､評価の実施

⑥自然資源の管理

⑦研究,助言を行なうものと農家の連携の強化と事業委託による制度的な効率性向上

⑧ドナー間の援助協調

(3)NGOによる持続可能な農業への試み

ウガンダの農業開発においてNGOの貢献には特筆すべき点がある｡本プロファイを通じ

てKulika Charitable Trust(KCT)の活動を調査したKCTは1981年に設立された英国とウ

ガンダに活動拠点を持つNGOで,ウガンダにおいて｢持続可能な農業(sustainable

Agriculture)｣の普及活動を行っている　KCTの目指す｢持続可能な農業｣は､農家の生計

全体にマイナス影響を抑えながら農業生産性を高め,将来的には農民の生計にかかる選択

肢を増やしつつ､生産性向上と生計改善を基本理念とする農業である6｡換言すれば,農民

にとって経済的な負担となる肥料･農薬等の使用を減らすということも､ ｢持続可能な農

業｣ -の一方策である　KCTはカンパラに近いマサカ県とパリサ県の研修施設で､コミュ千
ティーから選ばれたKey Farmers　を対象に教育訓練プログラムを実施し､訓練後､ Key

Farmersがコミュニティーの農民に対して普及する手法をとっている,

同国の農業普及では長くTraining and Visit(T&V)方式を採用してきた　T&V方式は一人

の普及員が2週間をかけて80人のContact Farmersを一巡する上位下達の普及システムで

4 Nkedi-Kizza, Peter, Jacob Aniku, and Christina Gladwin. "Gender and Soil Fertility In Uganda: A Comparison Of
Soil Fertility Indicators For WomenAnd Men's Agricultural Plots." African Studies Quarterly 6, no. 1: [online] URL:
http : //w eb. afr ica.ufl. edu/asq/v6 /v 6i l a2.htm
5 http ://www.sas.uperm.edu/AMcanJ3tudies/NEH/u-agric.html
6 Cromwell, Elizabeth. Et.al. (2001). Impact Assessment Using Participatory Approaches: 'Starter Pack' and Sustainable
Agriculture in Malawi. OD1 Agricultural Research & Extension Network. Network Paper No. 112. January 200 1..
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あり,ウガンダでは70年代半ばから急速に普及し成果を上げた｡　しかし､世銀支援が収束

に向かうにつれ, T&Ⅴのために増員した普及員の給与が地方財政の負担となった｡ KCTは､

T&Vの反省に立って, ｢成人の学習サイクル｣に配慮した農民のトレーニングを実施している｡

この方法は､研修を終えた農民が他の農民を順次指導し,農民から農民-の普及効果を狙

った普及システムである｡教育訓練プログラムは理論と実践を交互に10ヶ月にわたって実

施され,堆肥による肥培管理,有機物のマルチング,輪作,混作など栽培技術が中心であ

るが､家畜や市場に関する講義も行われている｡

1.1.5農民による問題分析

現地踏査期間中,農民の現状について理解を深めるために､ムコノ県農業研究開発セン

ター(旧ムコノ県農業普及訓練センター)に近い､ Budgala村において農民参加によるワー

クショップを実施した｡ワークショップでは, Webbingの方法を用い､農民が｢何が問題で

あるか｣を列記した後､各々の問題の因果関係を線で結びながら､中心問題と直接原因を解

析した7o

参加者は､ Extension Linkage Farmer　と呼ばれるDFIに土地を提供し､展示圃場

(Demonstration Farm)を運営している地元農民グループで､ワークショップには約20名

の参加者が得られた。全体的に意見

を多く述べたのは、農民グループに

所属し勉強していると思われる男

性農民で、一方、女性参加者からは

多くの発言は得られなかった。

参加者からは、貧困、学費の不足、

農業、市場、保健に関する問題点が

指摘された。農民にとって貧困とは

「お金がなく生活に必要な物を買

うことができない状態」を意味して

おり、現金収入の向上によって貧困

から脱出することができると考え Budgala村における問題分析

ている。以下に、参加者が指摘した問題点のなかで主なものについて解説する。

（1）農業労働力の不足、過剰生産、品質保持、市場に関するケース

ある農民はメイズを大量に生産し、市場で売るために労働者を雇った。その結果、生産

量は増加した。しかし、市場価格が低下したために、出荷時期を調整するため簡易倉庫に

貯蔵した。しかし、保存状態の悪さからメイズの品質が悪化し、期待した利益は得られな

かった。以来、労働力を雇い入れることができず、営農に窮している。

（2）生産性の向上、農業機械の導入、労働力の雇い入れ

収入を向上させるためには、耕地面積の拡大が必要で、農業機械あるいは労働力が必要
だが、その調達資金がない。

（3）市場、アクセス

PCM手法の間返系図作成の手順に似ていはいるが､ PCM手法がその因果関係を上から下-の一方向-の問題分析にとどま

り,論理的には整理されたものとなるが,参加者の本来のロジックを示すには限界があると感じて､ Webbingの手法を用い
た｡この手法によれば､農民の認識に基づいたロジγクを彼らの意思に従って図示することがより可能になる｡

-　6　-



参加農民の中から農産物の運搬に関する問題点があげられた｡農民の多くは､仲買人

(Trader)に農産物を売却しているが､直接市場に搬送できれば､収入の増加が見込めると

考えている｡また､ある農民は農産物の市場情報が不足している点を指摘した｡農民は市

場情報を入手できれば出荷調整が可能と考えている｡しかし､収穫後処理技術および保存

施設が無いことから出荷調整は難しい状況にある｡

(4)低い生産性､農業の機械化､天候の変化､営農計画

近年､バナナはBanana Weevilによる作物被害を受けている｡農民の中にはメイズは換

金作物(輸出)としても有利な作物であるという声が聞かれた｡天候の変化も収穫量の減少

をもたらしている｡近年特に顕著になっている雨季のずれから,植え付けのタイミングが

難しく,安定収量を保つことが困実削こなってきている.作付け体系の多様化も話し合われ

たが,農民には作付け転換に関する知識が不足している｡新品種の導入あるいは余剰食料

を売却するなど所得向上の試みはなされているo　しかし,正確で信頼性の高い市場情報を

得ていないことから,各農家に安定した収入をもたらす段階には至っていない｡

Webbing法による問題分析(循環経路)

1.2中部3県農業･農村振興支援計画

1.2.1計画の背景･目的

本計画の対象地域は､同国の農業先進地域であるビクトリア湖沿岸である｡同地域は､

カンパラを中心にウガンダ国内では最も発展している地域である｡人口集中率が高く土地

所有面積が小さいこの地域で農業生産性の向上は急務である｡また､首都カンパラという

大きな市場が地理的に近接していることなどから,地域性を反映させた適切な農業開発が

実施されることの意義は大きいと考えられる｡本調査では,ムコノ､ムベンデ,ンビジの

3県を対象としたが､マサカ､ワキソ､カユンガの3県を加え､中部6県を対象とするこ

とも考えられる｡

国連開発計画(UNDP)の人間開発報告書の収入指標によれば,同地域は他の地域の主要
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都市と同程度である。

UNDP人間開発報告書1998収入指標

District Central Kampal a Mukono Luwe ro Masaka Mp igi

Income

Index
0. 3360 0. 6452 0. 2850 0. 2786 0. 2547 0. 3294

出典: httn://www.imul.eom/undD/hdr98.html

わが国は､ 1997年よりムコノ県において普及事業の改善を図ることを目的として､ムコ

ノ農業普及訓練所(DFI)の改善計画に係る無償資金協力を実施した｡現在､ムコノDFIは､

農畜漁業省(MAAIF)から国立農業研究機構　National Agricultural Research

organ!saiotn/ NARO)に移管され,所轄地域はムコノー県から中央ウガンダ11県に拡大

されたo名称も､ムコノ農業試験開発(ARDC: Agricultural ResearchDevelopment Centre)

と改称され､より広範な地域に密着した農業技術の研究開発および農業普及の開発拠点と

しての整備されようとしている｡無償事業の完了後も､わが国はARDCを通じたウガンダ

農業セクター-の協力を継続しており､青年海外協力隊(JOCV)の家畜飼育隊員と野菜隊員

を派遣しているo　ウガンダ政府はわが国に対して引き続き,ムコノARDCを核とし,ウガ

ンダ中央部の地域特性を活かした技術開発手法の確立および農業普及分野-の支援を期

待している｡

1.2.2計画地区の現況

(1)営農と市場流通システム

一般的にウガンダは小規模農家が多くを占めるといわれているが,間作が多く行われて

いるため､作物別の実作付面積を知ることは困難だといわれている8｡しかし､参考まで

に中部の世帯あたりの土地所有および作付面積は以下の通りである｡

ウガンダの世帯あたり土地所有･作付面積(2000)

U ga n d a C e n tra l E a st N orth W e st

T otal la n d ow n e d

(a cres p e r H H )
4 .3 4 .7 4 .0 4 .2 4 .2

T ota l lan d cu ltiv a te d

(a cre s p e r H H )
2 .1 2 .5 2 .1 1 .5 2 .1

出典: Ministry of Finance, Planning and Economic Development.(200 1). ITpanda Pnvertv St,ati】s Retiort 200 1

Sl】mmarv_ Kampala; MoFPED. P29.9

ウガンダ中央地域の主な農作物は落花生,メイズ,豆､マトケとサツマイモであるo　ま

た､換金作物として主にロバスタ･コーヒーが栽培されている｡ウガンダの農作物の品質

基準は作物ごとに異なる組織が所轄している｡例えば,穀物以外の農産物はUganda

National Bureau of Standards､穀物の品質基準はFarmers Grain Traders Association

が管理している｡しかし,農民はこれらの組織が発表する品質基準について知識が不足し

ており､農作物の品質には大きなばらつきがあるo　また､対象地域は､伝統的にバナナを

"httn:/,/www.farm郎角`Ⅵ 7W/ nuknnohtmよりo　このホームページではFAOとスイスSidaが共同で実施している東･南アフ

リカ圃場応用研究手法プログラム(The Farm-level Applied Research Methods Programme for East and Southern A丘ica)

が紹介されているQ　ウガンダではムコノ県とクミ県で実施されており､前者の部分を参照o

9原典はDelininger, Klaus. (2001). Household level Uganda's agricultural sector, 1992 t｡ 200Q: Accomplishments and

challenge乱　World Bank, Development Research Group. (January 9, raimeo).
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主食としており、収穫後の作物を貯蔵する習慣がなく、市場の動向にあわせて出荷量の調

整を可能にするための知識・設備がない。したがって、作物の収穫後処理技術を確立・普

及することが重要であると考えられる。しかし、以下に示すように、農業普及および市場

に関する情報へのアクセスは十分とは言えない。

農業支援サービスへのアクセス状況と収穫量に占める市場用作用（2000）

U ga n d a C en tral E a st N o rth W est

A c cess to e xten sio n (% ) 15 .0 1 5 .1 14 .9 13 .5 1 6 .0

A cces s to m ark et

in form a tion (% )
2 7 .6 4 0 .2 3 4 .5 2 3 .4 13 .0

M a rk e tin g p a rt of

O u tp u t (% )
7 5 .7 8 0 .6 7 8 .7 6 2 .6 7 6 .8

出典:前掲書に同じ

市場情報に関してはUSAIDがアグリビジネス開発センター(Agribusiness Development

Centre/ADC)を1995年に設立し,園芸作物などに関する市場の動向などについての情報

をインターネットなどを通じて､農産物の仲買人や輸出業者-提供している｡しかし､ウ

ガンダの多くの農家が小規模自給農家であることを考えれば､ ADCの提供する情報によっ

て恩恵を得る農家はごく一部に限られている｡したがい､天候･病虫害のための不作によ

る農家生計-の負の影響を減らすために作付け体系の多様化を進めると同時に,市場情報

に関してもその情報および伝達経路の整備が急務であると考えられる｡

(2)農機具･農業機械

対象地域はウガンダにおいて最も農業ポテンシャルの高い地域ではあるが､耕起作業は

鍬や蛮刀(スラッシヤー)など人力で行なわれている｡その理由には､ヴィクトリア湖周辺

域はツエツエ蝿が蔓延しており,役牛の飼養が難しく､牛耕の導入が遅れたためである｡

また､湖沿岸地域の土壌は一般に耕起作業が困難な重粘土であり､耕起作業における機械

化が難しいこともー因している｡ウガンダでは､食料生産は女性の仕事であることから､

ほぼすべてを人力に頼る農作業は女性にとって重労働になっていることは､同国の農業近

代化において留意すべき点である｡

(3)農民組織

ウガンダの農家の大半を占める小規模農家は､地理的にも散在しており,各農家の生産

量も少ない｡このような農家が市場ヘアクセスするためには､グループを形成し､集団出

荷することが有効な解決手段になるものと考えられている｡しかし､現在のウガンダ農村

社会で農民組織が機能しているとはいえない｡現在は農村コミュニティにおける相互扶助

の意識は極めて希薄であるといわれている｡この理由としては,一時､組織代表に政治家

をすえた時期があり,それが組織運営の透明性を失わせることになり,組織-の信頼は一

気に低下したと言われている｡

全国組織として農民組合連合会などがあるが､農民からの信頼は厚くない｡また,地域

によっては農民が自発的に農民グループを設立している場合もあるが,血縁者によって構

成されているようなグループも存在し､このような場合は､親類縁者以外の農民は参加し

にくいこともある｡また､南部の人口の大半を占めるガンダ族はもともと伝統的に個々人

の間の連携が弱いとも言われている｡
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(4)地方分権化と農業

ウガンダでは, 1997年より,地方政府-の権限移譲が進められている｡地方分権化は､

住民ニーズをより的確に把握し,適切な予算配分と効率的な事業実施を目的として進めら

れている｡農業普及活動も基本的には県(District)の予算で賄われているが､他のセク

ター同様に地方政府の政策立案,資金運営､管理能力が十分ではない｡一例として､地方

政府の予算配分があげられる｡県政府では､保健や学校などの整備に重点を置いた予算を

作成しており,農業普及-の配分は低い数値にとどまっているoたとえば, 32県中3県の

みが全体の支出の3%を農業に割り当て,他の多くの県は1%を農業に当てたに留まってい

る｡したがい,地域性を反映したNAADSの実施に関しては､財政支援を含めて外部からの

支援の必要性が指摘される｡

1.2.3計画の概要

本調査を通じて明らかになったのは､ウガンダの農家の脆弱性だけにとどまらず､行政

の支援体制が整備されていないという点である,また､農産物の市場へのアクセスと市場

の動向に対応できる農家の技術･知識が十分でないことが明らかになった｡したがって､

営農指導･農業普及を個別に実施する技術移転方式の援助では,農民の生計向上を図るこ

とは難しい｡農民のニーズを的確に捉えた事業とは､農家生計の直面する多様な問題に対

処することである　NAADSは実施すべき事業は当該地域の貧困削減に寄与し,農民の参加･

主導に基づく農業支援体制を整備するものでなくてはならないことを強調している｡

以上から本プロファイ調査は, NAROの下部組織であるARDCを核とした､零細農家向け

の農業生産基盤支援事業を提案したい(本章未の添付図参照)｡すでに1997年からわが国

の支援が続けられているムコノARDC(旧ムコノDPI)を中心とした､農業支援体制の整備

をすることは,援助の継続性の観点からも妥当であると考えられる｡

ムコノARDCは､ NAROの下部組織として,農民,研究者､農業普及サービスの提供者など

へ向けて,地域のファーミングシステムを評価し,それに即した農業技術の試験･改良･

普及を実施する組織である｡しかし､本プロファイ調査において､ムコノARDCの行政サ

ービスに係る能力は十分ではないことが明らかになった｡そこで､下記のような取り組み

を含む技術協力により､ムコノARDCの行政実施に係る能力向上プログラムの実施を提案

-j*/.

●各県の特色と農家の現況調査

●市場流通システムの把握と農家の現状

ARDCの組織力と活動内容の再検討

●地域性を反映した農業技術･作付け体系の開発と普及

●適正農業技術および営農方法の開発のプロセスの確立と普及

●農民主体の農業技術･営農方法の開発と普及

●持続可能な農業方法導入への適切な取り組み
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1．2．4実施に向けた提言：農民主体の農業技術・営農方法の適正化とその普及

従来、農業分野の調査・研究は試験

研究機関の果たす役割が大きく、試験

場で生み出された新しい技術あるい

は理論的に妥当な技術を農民に移転

する手法は多くの場合研究者たちに

よって決められている。一方、研究者

たちは、農民が日常的に直面する問題

を十分に認識していないことから、開

発された農業技術が、農民のニーズ・

農民の技術レベルに必ずしも合致し

ていないことが指摘されている。その

結果、開発された技術が農民の間に定

着することを困難にしてきた。

わが国の一般無償事業で建設されたムコノARDC

本事業の中核となるムコノARDCおよびその上位組織のNAROは研究中心の活動を行って

きており､普及活動における実施能力には不安が残る｡本調査実施時点においては､篤農

家などを使ってその技術を広めるという手法も使われているが,いずれにしても､その技

術や品種の開発のプロセス自体に農

民の生活体系あるいは意見が反映さ

れているとは言えない｡したがって,

農民参加型の農業支援体制を確立す

るためのARDCスタッフの能力向上プ

ログラムを実施し,参加型技術開発

(PTD)やFarmer-Research-Extension

の手法を彼らが習得する意義は大き

い｡

また､本事業は､新たな換金作物の

導入と大規模な作付け体系の転換を Budgala村の農民によるヤム品種選抜試験

意図するものではない。ウガンダ政府

は、自給農業から商業農業への転換を図ることを奨励しているが、農家生計への負の影響

に対して配慮するならば、作付け体系の多様化と市場動向に連動した営農体系を整備する

ことにより、脆弱な農家生計のリスクの分散を図ることを目的とするものである。
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ARDCを中心とする健全な市場環境の創出
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マラウイ



第2章マラウイ

2.1一般情勢

2.1.1国土･人口

マラウイは,アフリカの東南部に位置し.インド洋から200kmを隔てた内陸国である｡

南北800km,東西145kmの細長い国土を有し,南･東はモザンビークに,北はタンザニア,

西はザンビアの3カ国と国境を接するc国土面積は湖面(20%)を含め11.8万km2で､日本の

約0.31倍の面積を有する｡首都は,マラウイの中央部に位置するリロングェである｡国士

は(1)標高800～2,300mに広がる高地･台地､ (2)リフトバレー低平地に至る急傾斜地, (3)

標高50～800mに広がるリフトバレー低平地(湖岸平原およびシレ川流域)の3つの大地形

区分からなる｡

マラウイの地形と降雨量

マラウイの気候は,温暖.半乾燥.半湿潤の地域差はあるが.ほとんどの地域が熱帯性

気候である｡年間の気候を大別すると, 5月-8月は冷涼で, 10月-3月は高温となる｡年

降雨量は.マラウイ湖の湖岸およびシレ川流域で800mmと低く.標高が上がるに従い降雨

量も増し.高原では1,000～1,500mmに達する｡年の降雨分布は,年降雨量の95%が10月～
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3月に集中している｡ほとんどの地域で天水農業が可能であるが､近年､早ばつが多発して

いる｡

マラウイの人口は､ 2000年に1,100万人と推定されており､その内82%は農村地域に居

住している｡人口増加率は､年2.3%と高い｡平均人口密度は115人/km2､可耕地当たりの人

口密度は196人/km2であり,アフリカの中で最も人口密度の高い国である｡過去10年間､

天候不順によるメイズ生産の停滞､タバコに代表される輸出産品の価格低迷,モザンビー

クの内戦による難民流入と流通経路の切断により国家経済は大きな打撃を受けた｡一人当

たりのGNPはサブサハラ諸国の平均値US$490の1/3に当たるUS$170(2000年)で､最貧国

(LLDC)に分類されている｡

マラウイ農業はGDPの40%､総輸出額の90%,全就業人口の85%を占める同国の基幹産業

である｡同国の農耕地は国土面積(95,276kmkm)の21.4％に当たる20,143km2を占めるが､

その約70%は小農が耕作し､食用作物の80%が生産されている｡残る30%は企業農園(エステ

ート)で､葉タバコ､茶､砂糖きび等の換金作物が作付けられている｡過去5年間における

主要農産物の収穫面積､生産高,単位収量の平均値は下表に示す通りである｡

主要農産物の収穫面積･生産高･収量

作 物 収 穫 面 積 生産 量 収 量

1000ha 1000 ton ton /h a

メイ ズ 1,4 16 2 ,096 1.4 6

ミ レ ツ ト 35 19 0.54

ソ′レガ ム 64 39 0.63

米 (籾 ) 4 3 85 1.95

豆 類 439 236 0.54

ジ ャ ガ イ モ 148 1,634 10.9 1

野 菜 ≡頃 30 254 8.4 1

茶 19 44 2.3 1

葉 タ バ コ 117 109 0.93

サ トウ キ ビ 18 1,850 103.27

綿 花 5 1 42 0.83

出典: FAOHP. 1997-2001

2.1.2開発政策･到達点

マラウイは､アフリカ諸国の中で早くから南アフリカ共和国と外交関係を維持するなど

独自の路線をとり,領土を巡る緊張と相侯って,周辺国との関係は良好とは言えなかった｡

しかし,南アの民主化達成と自国の政権交代を契機に､周辺国との関係は改善され,現在

は南部アフリカ開発共同体(SADC)'の加盟国として近隣諸国との協調を維持している｡

同国では80年代に世銀の構造調整プログラムの下で農産物輸出が振興され､農業支援サ

ービスは主として換金作物に向けられてきたD　その結果､国家経済は好転の兆しを見せた

が､一方では小農が開発から取り残されることとなった｡食用作物は小農の天水畑で作付

けされており,慢性的に気象変動の影響を受け易く､国家レベルでの食糧自給体制の確立

と農村の民生安定･所得向上は同国農業セクターにとって最大の課題である｡

1加盟国の経済的統合と地域の安全保障強化を目的に92年8月に設立された。1997年9月現在、加盟国は、アンゴラ、ボツ

ワボツワナ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、スワジランド、タンザニア、ザンビア、ジンバブエ、南アフリカ、

モーリシャス、セーシェル、コンゴの14ケ国。本部はボツワナ国ガボローネに置かれている。

－14－



マラウイ政府は､1994年に貧困削減政策に着手し, ｢農業･畜産部門開発戦略･活動計画｣

を実施に移すことを目的に見直し,1999年8月にPRSPの基本理念に沿ったMalawi

Agriculture Investment Programme (MASIP)を打ち出したMASIPは農業省､関係省庁､民

間セクター､ NGO､農民を含む一般市民による参加型の政策立案手法をとっており､ 2001

年､MASIPの総意によるAgricultural Sector Priority Constraints, Policies and

strategies Framework For Malawiを国会に提出した｡この政策提言は参加者がマラウイ農

業の問題点を各々の立場から示し､参加者のコンセンサスに基づいて､解決されるべき22

項目の問題について優先順位を決定している｡このなかで港親閲発は､農業生産投入財の

調達支援･普及､国内市場へのアクセス･貿易の不均衡是正､交通セクターの改善に続い

て4番目の緊急課題として位置づけられている｡

2.1.3マラウイ潅漑セクターの現状

マラウイ農業は天水に大きく依存しており､作況は天候に左右されやすい｡また,乾季

が長いため､作付け可能な期間が限られており､乾季に食料不足を生じやすい傾向にある｡

農産物の安定的増産に濯親閲発は不可欠であるが､急峻な地形のマラウイにおいては､稽

概可能地は全農耕地の1%に当たる161,900haに過ぎないoまた､公式濯概地区の開発面積

も28,000ha(可能地の17%)に留まっている｡既存情報に基づけばマラウイ潅概セクターの

現状は下記のとおり概観できる｡

【潅漑面積･経営形態】

農業潅漑省は現在,アフリカ開発銀行(ADF)の資金援助を得て､小､規模潅漑開発調査を実

施中である｡本調査は全国を対象に既存潅漑630地区および全国8地域に配置された農業

開発地区(ADD)事務所が実施中のRural Development Project(RDP)が集計した開発候補

1,126地区について質問票調査を実施しており､各地区の概況を知ることができる｡

2001年12月にまとめられた第一次調査の結果によれば,既存濯概地区の経営形態別e:

内訳は下表のとおり報告されている｡

マラウイの潅漑地区

′

,,,

′

!*!!

マ ラ ウ イ の 既 存 潅 漑 地 区 6 3 0 1 0 0 . 0 4 8 , 1 1 9 1 0 0 . 0 4 1 , 0 3 4 1 0 0 . 0

民 間 企 業 に よ る 大 規 模 潅 漑 地 区

( 換 金 作 物 )

3 0 4 . 8 4 2 , 2 7 0 8 7 . 8 3 5 , 9 1 6 8 7 . 5

農 民 グ ル ー プ に よ る 小 規 模 潅 漑

地 区 (食 用 作 物 が 主 )

6 0 0 9 5 . 2 5 , 8 4 9 1 2 . 2 5 , 1 1 9 1 2 . 5

出典: s【nail Scale Irrigation Development Study - Malawi (Dec. 01)

マラウイ潅漑セクターの特徴は､既存630地区中､わずか30地区(4.　のエステート

(企業農園)が総潅漑面積の88%を占める点で一方で,地区数では圧倒的多数(600地区)を

占める小規模潅漑が総面積の12%を占めるに過ぎないといった資源の不均衡な階層間配

分にある｡小規模潅漑地区においても､下図のとおり388地区(67%)が5ha未満､ 70地区

(12%)が5ha～9.9haと､全体の80%が10ha以下の小規模潅漑である｡
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小規模潅漑地区に着目すると､既存600地区のうち, 444地区(74%)で稗益農民はグルー

プを形成していると報告されているo -農家当たりの平均経営面積は0. 1-0.2haであるこ

とから,一地区あたりの碑益農家数は数世帯から100世帯程度と推定されるo

【水源･濯概方式】

マラウイの農業開発は地方分権化政策の下で進められており､農業開発地区(ADD)事務所

により推進されている　ADDにおける濯概開発の現状は下表のとおりであるo

小規模潅漑地区の水源および潅漑方式

frb ffi 凍 ft 'i .<

v a?tittfa it lium tt i am i ■:､≡■
* n a *

S h i r e 4 4 2 0 3 2 7 9 3 1 l l 3 2 5 1 9

B l a n t v r e 1 5 5 4 2 8 4 1 9 1 5 3 6 4 11 0 3 8

M a c h i n g a 1 1 7 2 ,4 5 9 1, 3 4 4 9 5 19 3 3 6 6 2 4

S a l im a 5 5 2 7 0 1 3 6 4 7 5 2 2 5 2 6

L i l o n g w e 6 6 1 , 0 9 1 1, 2 6 4 5 6 2 1 2 1 4 7 1 7

K a s u n e u 9 9 7 6 3 9 3 4 7 9 2 5 l l 7 1 4 1

M z u z u 4 2 5 2 0 5 5 5 3 6 4 1 7 2 3 2 0

K a r o n R a o o 1 1 6 1 8 7 2 0 1 8 l l 4

合 計 6 0 0 5 , 8 4 9 5 , 1 19 5 17 9 2 9 9 3 7 8 1 8 9

小規模潅漑の水源には特記すべき地域間差異はなく､いずれのADDにおいても表流水弓

水源とする潅漑地区が多い｡農民に対する聞き取り調査によれば､乾期に水不足を生じ｢

いる地区があるが､上表ではマチンガADDのように乾期の濯液面積が雨期を上回る地域i

あり,詳細な調査が必要であるo溶液方式については､上表のとおり､人力による揚水潅

漑が主流で,動力ポンプ,重力がこれに続くという結果を得ている｡

2.1.4潅漑政策-小規模潅漑開発の推進

マラウイの国家経済政策が計画経済から市場経済に移行されたことにより､開発の主体

者は受益者である国民へと変化した｡　引き続き､農業部門には食料自給率の向上と外貨獲

得に大きく貢献することがより一層求められているが､経営規模が小さく気象変動の影響
を受け易い小農の所得低下が著しく､政府は､潅漑開発の重要性を見直すに至っている｡
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具体的には､1998年､MASIPの支援計画の一部となる｢潅漑計画の政策と開発戦略｣にお

いて､潅漑開発の目的･戦略を以下のとおりとした｡

【開発目的】

①資金力のない小規模農家を対象とした潅漑関発を振興し､貧困を緩和すること

②乾期の農業生産を可能とし､雨期作の生産性安定化を図ること

③耕作機会の拡大と雨期作および乾期作に対応する品種の種子供給

④受益者による事業費負担を前提とした政府予算の適正化

⑤潅漑技術と農産物流通に係る研究促進および官民双方における潅漑技術の向上

⑥農業金融と流通機構の改善を通し小規模潅漑農業における収益性の意識の形成

【開発戦略】

①既存の潅漑ポテンシャルに基づいた潅漑開発適地を選定する｡

②潅漑農業に対する潅漑局の技術･管理能力を向上させる｡

③農民組合の設立を支援する｡

④参加型開発を通し､既存の政府所有スキームを受益者へ移管する｡

⑤政府による潅漑技術指導を通して伝統的潅漑部門を援助する｡

⑥水資源の有効利用を促す近代的かつ簡易な潅漑技術に係る調査研究を行う｡

⑦農産物の収穫後処理･貯蔵･運搬を含む流通システムの設立を支援する｡

⑧小規模潅漑農業においてジェンダー配慮を行う｡

本調査は､マラウイ潅漑セクターの開発戦略を具体的に示す重要な役割を担っている｡

留意すべきは､潅漑セクターの開発を施設建設と潅漑面積の拡大というハード面に限定せ

ず,貧困削減､ジェンダー問題への配慮､受益者負担､農民支援サービス､農産物の市場

流通等､潅概セクターを取り巻く諸々のファクターを一元的に捉えた総合的な開発アプロ

ーチを目標としている点にある｡

2.1.5開発ポテンシャル

各ADDが集計した小規模潅漑の開発候補地区は1,126地区であるRDPが確認した開発

候補地区1,114地区の合計面積は既存潅概面積の44%に当たる21,232haである｡開発候

補地区も小規模のものが多く､全体の51%に当たる563地区が10ha以下である10-25ha

の地区を加えると80%を超えることから,マラウイにおける小規模潅漑開発は10-25ha

程度の地区を対象に検討することが妥当と考えられる｡面積等の詳細データが不明な12地

区を除く1,114地区の内訳は下表のとおりである｡
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マラウイの小規模潅漑開発ポテンシャル

計 画 規 別 地 区 数

I
10 -亡5h ム 25 - 50 hさ 50 十lO Oh ム 十lUU hム 占有 率

Sh ir e V a l le y 45 2 7 4 2 4 8 2 7 .-

B lan t yr e 154 3 l o 2 0 18 9 17 . '

M a ch in Ka 6 8 5 3 2 1 9 ll 1 62 14 . 5%

Sa 1im a 2 0 4 4 0 4 32 2 . 9%

L i lon gw e 7 2 64 19 15 4 174 15 . 1

K a sun K U 9 7 63 33 8 7 2 08 18 . 7%

M zu zu 7 9 69 30 10 4 192 17. :

K ar o rm a 33 23 6 12 1 75 6. 7%

総 計 5 68 3 34 119 5 8 35 1 , 1 14 10 0. 0%

占 有 率 (% ) 5 1. 1 30. 0% 10. 7% 5 .: 3 . 100 .0%

計 画 模 別 面積

0十lOh a 10七 5 ha 七5十5 0 ha 50 - 10 0h a 十lOO ha :≡■≡占有 率 ≡≒≒…≒■=

Sh ir e V a l le v 13 1 3 95 144 14 0 460 1ー2 70 6 ◆0%

B lan t yr e 4 88 4 12 7 1 13 5 0 1, 1 06 5 . 2%

M a ch in es 2 4 6 72 2 6 9 2 55 5 3, 3 17 5 , 5 32 26 . 1%

Sa ilm a 5 2 74 13 0 0 70 0 9 ob 4 . :

L i lon gw e 3 44 97 7 60 1 8 69 52 7 3 , 3 24 15 . 7%

Ka su n e u 4 44 96 1 1. 03 5 5 4 8 84 8 3, 8 35 18. 1%

Mz u zu 4 3 8 1,03 5 99 6 6 66 52 0 3 , 6 55 17. :

Ka r on g a 15 1 36 0 18 2 7 62 10 0 1 ,5 55 7. 3%

総 計 2. 29 4 4 .9 34 3ー85 7 3 ,6 75 6 ,4 72 2 1 .2 32 lo o .i

占有 率 (% ) 10 .! r)0 .i O. , 18 . 2% 17 . 3% 30 . 5% 100 .1

潅漑方式に着目すると重力式潅漑は全体の11．5％と低く、80％以上がポンプに依存せざる

を得ない地区であること

がわかる。したがい、マラ

ウイの小規模潅漑開発の

推進には、椎持管理が容易

な重力式潅漑技術の適正

化は勿論のこと、碑益者数

の多いポンプ潅漑におけ

る、ポンプ調達と更新に係

る資金形成およびO＆Mの

技術向上の最適化も重要

な課題といえる。

…㌻≡≡=≧≡≡i≡:≡≡㌻潅 漉 方 式 :≡≡㌻≡㌻■■㌻≡#… �"≡

総 計
G r av i tす PU ID D P u m u N o d a t a

S h i r e V a l l e y 3 7 9 8 2

B l a n t v r e 3 1 3 5 5 1 1 8 9

M a c h i n e s 1 2 1 2 5 2 4 1 1 6 2

S a l i m a 1 5 1 0 5 4 3 4

L i l o n g w e 3 0 7 7 5 0 2 7 1 8 4

K a s u n g u 3 3 7 9 9 5 1 2 0 8

M z u z u 1 4 1 4 0 3 8 19 2

K a r o n g a ､ 2 0 2 9 2 6 7 5

総 計 13 0 6 7 4 2 8 9 3 3 1 1 2 6

占 有 率 (% ) l l . 5 % 5 9 . ! 2 5 . 7 % 2 . ! l o o . i

2.1.6我が国ODAの動き

日本はマラウイに対して多くの無償資金協力および技術協力を実施してきた｡青年海外

協力隊がアフリカ地域では最も活発に活動を展開している国としても知られている｡マラ

ウイは本プロファイ調査を実施したウガンダ､エティオピア同様HIPCとして認定されてお

り, PRSPの策定が進んでいることもあり､今後のマ国の国家開発戦略が貧困削減に重点を

置くことは明らかである｡したがい,食料増産,教育保健･医療,環境保全といった農業

分野の生産性向上を目的とした農村地域の開発と貧困層の生活環境改善を目的としたBHN

分野に対する支援を中心に検討することを打ち出している｡
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日本の対マラウイODA実績
(支出純額､単位:百万ドル)

＝■＝■：r＝■鞘■：l礪：

9 5 3 9 ．1 1 （－） 1 1．9 3 （－） 5 1．0 4 （－） 0 ．1 1 －3 ．7 4 （－） 4 7．3 0　 （1 0 0 ）

9 6 2 8 ．4 9 （4 5） 1 2．5 8 （2 0） 4 1．0 8 （6 4 ） 2 7 ．1 7 2 2 ．9 2 （3 6 ） 6 3 ．9 9 （1 0 0 ）

9 7 8 ．7 2 （2 5） 1 2．7 2 （3 6） 2 1．4 5 （6 1） 2 0 ．0 0 1 3 ．6 9 （3 9 ） 3 5 ，1 3 （1 0 0 ）

9 8 4 1 ．3 7 （－） 1 2．3 0 （－） 5 3．6 6 （一）
一 －6 ．2 5 （－） 4 7 ．4 1 （10 0 ）

9 9 2 7 ．1 2 （－） 1 4 ．5 6 （－） 4 1．6 8 （－） － －7 ．6 4 （－） 3 4 ．0 4 （10 0 ）

累 計 2 6 7 ．0 3 （4 3） 1 3 8 ．1 0 （2 2 ） 4 0 5 ．1 3 （6 5 ） 2 5 5 ．8 6 2 1 3 ．7 9 （3 5 ） 6 1 8 ．8 9 （1 0 0 ）

(注) ()内は, ODA合計に占める各形態の割合(%)=
(出典　ht tp : //ww.皿Ofa. RO. JP/皿ofa.i/Raiko/oda/00_hakusho/afr/afr_44. ht畦)

2.2南部地域ため池活性化計画

2.2.1計画の背景･目的

マラウイでは､ 1950年から1970年にかけて,全国的に多くの′J､規模ため池が建設されたo

これらのため池は､建設後の維持管理体制が不明確であったことから､現在,機能低下が

著しい状態にあるo安定した農業生産活動を営む上で､渡瀬が果たす役割は大きく､ため

池の建設･改修が緊急課題となっている｡濯親局は､全国の農民から既存ため池ダムの改

修および新規ため池建設に係る要請を受けており､全国規模で小規模ため池の整備事業の

実施を決定したo　具体的には､ 2002年までに550カ所の小規模ため池および濯親面積

5, 500haに対する整備を実施し､受益者に施設を移管した後,受益者参加による維持管理を

進めたい意向である｡

小規模ため池活性化事業は,天水農業の生産性を安定化するとともに､乾期の雇用機会

を創出することとなり,農家所得向上と生活改善に大きく貢献することが期待される｡港

親局は1999年､小農が多い､同国南部のうち､特にプランタイアADD及びマチンガADDに

おいてモデル事業を実施すべく, ADCA会員である日本工営にプロファイ調査の実施を要請

した

本計画には下記の項目が含まれる｡

①潅漑施設を含む小規模ため池改修･建設

②生活用水･地方道路網の整備･改善

③受益農民への小規模ため池潅漑農業･ため池周辺地区の天水農業に対する営農支援体

制の整備･改善

④農民組合結成,施設維持･水管理の活動支援体制の整備･改善

⑤農業生産･資材の市場流通の整備･改善

⑥事業実施･維持管理支援に対する人的資源開発及び政府の潅漑事務所の強化

本計画は,長期的には食糧の安定的確保と農民の生活向上に貢献し,国家計画の｢潅漑

計画の政策と戦略｣の目標達成に寄与するとともに､作物多様化の導入､農地の有効利用

の促進により, MASIPの支援計画である穀物計画､土地資源及び保全計画の達成にも貢献す

ることを期待するものである｡
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2.2.2計画の概要

既存ため池は､政府所有､地方組織所有,及び個人所有に分けられる｡現在,各ADDで

インベントリー調査を作成中であり,新規開発も検討されている｡潅漑局が作成した｢全

国小規模ため池建設･改修計画｣による計画の概要は概ね以下の通りである｡

ブランタイアADDおよびマテンガADDにおけるため池潅漑

▲

ij ia / jn

プ ラ ン タ イ ア A D D 6 6 1 0 6 6 0

マ チ ン ガ A D D 9 9 1 0 9 9 0

いずれのため池も､堆砂により貯水能力が著しく低下している｡雨期の終わりにも拘ら

ず､堆砂の上に水草が繁茂している状態であった｡潅漑用取水口および潅漑水路が設置さ

れておらず､単に雨期の表流水を貯留し､乾期の生活用水､家畜用水､溶液用水として使

用されている｡農民は､乾期の潅漑農業を実施するため､ため池の改修を強く望んでいる

が､施設改修には､堆砂の除去または堰堤の嵩上げ､余水吐の改修､取水口の設置､潅漑

水路の新設が不可欠である｡

一般にため池の集水域は森林に覆われているが､薪炭材の供給源として伐採が進んでお

り､持続的な開発には､植林計画を一体的に進めることが不可欠である｡　また､小規模た

め池は､幹線道路のアクセスが未整備な地点にあり､円滑な農作物の搬出および資材搬入

には､道路の改修､倉庫など流通システムの改善が重要となる｡

マチンガADDには､マラウイ湖､マロンベ湖､チルワ湖､チウタ潮やシレ川の水資源が

あり､湖岸に沿って水稲が作付けられている｡チルワ湖の湖岸に位置するンジャラ潅漑地

区は1950年代に篤農によって建設され､その後､台湾､デンマークの支援によって改修･

整備された潅漑地区で, 40haで水稲二期作および乾期にメイズ,馬鈴薯が作付けられてお

り､農民組織が維持管理していた｡また､チルワ湖岸の他の潅漑地区でも水資源の安定的

確保､潅漑水路の改修の必要性が認められた｡しかし､チルワ湖は閉鎖水系にあり,環境

保全の面から､農地からの排水問題に十分配慮する必要がある｡本計画はMASIPの目的に

沿ったものであり､その達成に大きく貢献することが期待され､早期実施を提言したい｡

2.3サリマ農業開発地区マイクロ潅漑農業普及計画

2.3.1計画の背景･目的

マラウイ国潅漑局はサリマADD管内にて､足踏みポンプによるマイクロ潅漑を積極的に

普及している｡足踏みポンプは5m内外の浅層地下を利用した潅漑に有利であり､貧困層を

ターゲットグループとするダンボ開発に有効な潅漑方式といえる｡

ダンボとはザンビアを中心とする南部アフリカ特有の地形に対する呼称で､沖積平野あ

るいは準平原に残された旧河道､後背湿地､三日月湖等に由来する内陸低湿地を指す｡　一

般に緩やかな傾斜面を有する谷内あるいはすり鉢状を呈し､周囲からの集水と肥沃な土壌

に恵まれており､広く農耕に利用されている｡ダンボは潜在的に高い農業生産力を持って

いるが､マラリアやビルハルジア(住血吸虫)の常習地域であることから､人間や家畜にと

って有害な土地であると信じられ､古くはあまり利用されていなかった｡　しかし､都市近
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郊でダンボにおける野菜栽培が成功を修めると、各地でダンボの利用が急速に拡大した。

特に、80年代後半以降、農作物の販売自由化が相次いで実施されるようになると、ダンボ

耕作は一層盛んになっていった。

ダンボの概念図

マラウイのダンボ耕作は農民の長い経験に基づいた感によるところが大きい｡すなわち､

農民は表流水の水深･湛水期間､地下水位を熟知して､リスク分散を考慮した作物選定を

行っているのである｡一般にダンボでは11月～12月の雨期開始とともに低地部に水稲が

作付けられ､同時に排水条件の良好な縁辺部では､ 12月～2月にメイズやキャッサバが植

え付けられる｡水稲の収穫が終わると､ 6月～7月には低湿地の残存する土壌水分を利用し

てメイズおよびサツマイモが作付けられる｡掘り抜き井戸で水が入手できるところでは､

小規模で野菜が栽培されるo　ほとんどの作物が雨期に作付けられるため､農作業は雨期に

集中する。特に1月～2月は田畑の除草で忙しくなる｡

ダンボ耕作の阻害要因は､(a)低湿地における水調節の困難さ､(b)乾季における水不足で

ある｡低湿地の水位は､年次聞及び季節間変動が大きい流域の降雨量に呼応して変化する

地下水位に依存し､水位の人為的調節は困難である｡一方､乾季の6月～11月は降雨がほ

とんど期待できず､作物栽培は低湿地の山部に限定される。

潅漑局は現在,ダンボにおける潅漑開

発を推進しており､掘り抜き井戸および

足踏みポンプの普及に力を入れており､

2005年までに全国で60,000台の普及を

目指している｡政府の資金支援があり､

農民も積極的であるが､多くは導入後一

年未満であり､その技術的な検証がされ

ているとは言いがたい｡サリマADD内

に設置された127台中､既に55台が稼

動していないとの報告もあり､足踏みポ

ンプの維持管理についての検討が必要

である
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2.3.2計画地区の現況

実態把握のため､弊社が2002年9月にマラウイ湖西岸地域(サリマ市～コタコタ市)を所

轄するサリマADD管内を調査したところ､同ADD事務所より下表の情報を得た｡

サリマADD管内の潅漑地区

蝉 ー

重 力 式 1 2 ．0 － － ー
良 好

ポ ンプ （電 気 ） 3 1 0 8 ．0 2 0 5 13 3 3 3 8 良 好

ポ ンプ （デ ィーゼ ル） 2 6 4 1．0 － － 3 8 6 5 台 故 障

足踏 み ポ ンプ 12 7 1 4 ．4 － － 57 5 5 5 台 故 障

合 計 15 7 1 6 5 ．4 ー ー －

注: ADCA調査(2002年9月)

上表に示されている通り､サリマADD管内では4類型の濯親方式が採用されている｡電

動ポンプは潅漑面積は最も大きいものの, 3地区にとどまっており､農民の間で最も多く普

及しているのは足踏みポンプによる揚水であることが推測される｡したがい､サリマADD

の協力を得て,潅漑方式の異なる典型的な小規模潅漑地区を訪問した｡概要は以下のとお

りである｡

①重力潅漑(Liwadziグループ)

サリマADD管内の唯一の重力式港漑地区である｡同地区はサリマ市の北30kmに位置し､

マラウイ湖に流下する小河川に､20世帯が構成する農民グループが､枝木やビニールシー

ト等を用いて簡易な堰を設置し､河川水を農耕地に引き込み､メイズ(1.0ha)､タマネギ

(0.4 ha)､ジャガイモ(0.4h)を作付けている｡政府から供与されたディーゼルポンプも補

完的に利用されている｡本地区は､1998年に農民の自己資金に政府の助成金(MK10,000)

を加えて開始された｡農民はFarm Input調達に窮しており､化学肥料に代わり堆肥を施用

している｡タマネギに病虫害が観察されたが農薬の調達資金がなく放置されていた｡

②ディーゼル･ポンプ潅漑(Mawongaグループ)

サリマADD管内の典型的なコミュニティ潅漑で､Namanda川から10馬力の小型ポンプで

揚水し2.0haを潅漑している｡ポンプは2002年6月に潅漑局が供与した118世帯が参加

し､農地を分割(12m×12m)､メイズ､豆類､サツマイモ等を作付けている｡事業開始にあ

たり､潅漑局職員がPRAを実施し､参加型開発を行った｡農民組合はメンバーから､MK50/

月の水利費を徴収している｡有畜農耕･土壌保全のモデル事業､塩類土壌対策の検証地区

に指定されており潅漑局がモニタリングを続けている｡

③足踏みポンプ潅漑(Bwengaグループ)

サリマADD管内にはダンボ地形と呼ばれる緩傾斜に挟まれた低平地が多く､農業に適し

た陸水環境を有することから､広く農耕に利用されている｡潅漑局は近年､ダンボを中心

に足踏みポンプによるマイクロ潅漑を普及している｡普及している足踏みポンプはインド

製で､浅層地下水(5m程度)を汲み上げ､ポンプ一台について0.5ha程度の潅漑に利用され

ている｡
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この事業は､主としてEU資金によるもので､農民グループは潅漑局のクレジットを通じ

てポンプを調達することができる｡ポンプはMK11,0002/台で､農民がMK2,000を負担すれ

ば､ポンプは即支給される｡残額のMK9,000は4年返済する｡据付は潅漑局が派遣する業

者が行うが､井戸は農民が掘る｡揚水能力は地下水位5mで, 1.11it/secである｡ただし､

潅漑局の支援は農民グループに対する資金供与に留まっており､ADD職員の事業実施能力､

農民の能力向上､施設O&M等に課題を残している｡

【国営潅漑事業】

国営潅漑事業の現状を把握するため､サリマの西15kmに位置するリフウ潅漑地区を訪問

した｡この濯瀧スキームは,マラウイ独立の1964年に始まり, EUが資金援助を行ってきた｡

30馬力の電動ポンプー台を用い,マラウイ湖より揚水し､埋設パイプを通じて88haの水田

に水が供給される｡給水バルブは､農道沿いに200 mごとに設置されている｡ -農家当た

りの耕地面積は0.5-0.6 haで,農業労働力の4分の3は女性が担っている｡

同港概地区は64世帯の農家からなるA区　と74世帯からなるB区に分かれている｡近年､

ポンプとパイプの老朽化が進んでおり､ A区では排水システム､ B区では給水パイプの不良

が認められているが､農民が自力努力で改修できる規模を超えている　2001年にイタリア

のNGOであるCOSPEが,既設ポンプ2台のうち1台を更新したことで,水源問題は一定緩

和されたが､全体としては用水不足となっているo　また, EUが設置した大型精米機も老朽

化が進んでおり､ COSPEが新設を検討しているo

リフウ潅漑地区全景 農民参加の問題分析

国営濯僻事業として,政府が全面支援してきたことから､農民のなかには外部の援助無

くして問題解決はできないとの考えが定着しているo　一方､政府にとって同潅漑事業の財

務負担は大きく,2002年12月を目処に施設の運営維持管理を農民組合に移管する方針であ

る｡農民たちにとって最大の不安は,移管後の資金運営であり､農民組合は資金形成を目

的に, 1シェア500MKを一人最低1シェアから最高20シェアで売却することを検討してい

る｡本事業の最大の問題は,潅漑施設が農民の維持管理能力を超えており､農民は組織化

されているものの､彼らの資金力と組織運営能力が十分に養成されていないことである｡

したがい､マラウイの潅漑開発事業では､今後次のような点が考慮される必要がある｡

●事業実施地区の社会･経済･自然環境に適正な潅漑設備の開発と普及

●農民の能力向上(潅漑設備の運営だけでなく､営農､組織運営､資金形成など)

●潅漑施設維持管理のための資金形成と管理システム

1MK(マラウイ･クワチャ) ≒1.4円(2002年12月19日現在)
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2.3.3計画の概要

足踏みポンプによる潅概は急速に普及しており､技術的な検証が十分なされているとは

言い難いが､現地調査で得た情報から､発展阻害要因として特に以下の2点を挙げること

ができる｡

①ポンプ調達を希望する農民が個々に潅漑局に対してクレジットを請求しており､頭金

MK2000を用意できた農民に対してクレジットが組まれ､機材が支給されている｡農

民は掘り抜き井戸の掘削と残金MK9000の返済義務を負う｡一方､潅漑局の責務はポ

ンプ支給に係る事務手続きに限られ,実際に足踏みポンプによる潅漑が可能か否かの

技術評価(特に地下水位､水量)は含まれていない｡

②足踏みポンプはシリンダー2本､ピストン､踏み板を組み合わせた機械的には極めて単

純な構造であり､交換部品も安価であるが､アフターサービスは農民自らアクセスす

る必要があり､十分なサービスを得られる環境にない｡

したがい,足踏みポンプによるマイクロ潅漑農業の技術的信頼性を向上されることが最

優先である｡地下水ポテンシャルの高いダンボ地形に着目し､多くの既設足踏みポンプを

対象に､実態をモニタリングし､技術的な成立条件を考察する必要がある｡ついで､ポン

プ調達を支援するためのクレジットスキームの実態調査を行い､成果･問題点を明確にし､

資金支援制度を最適化する必要がある｡以上より､実証調査を含む開発調査もしくは類似

の調査活動を先行させることを提言する｡
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第3章エティオピア

3.1一般情勢

3.1.1国土･人口

エティオピアは,国土面積110.4万km2(日本の約3倍)を有し､北をエリトリアとジブチ.

西をスーダン､東をソマリア､南をケニアと国境を接する内陸国である｡総人口は6,582

万人(2001年､世銀)で人的資源の規模においてはアフリカ第二の大国である｡

エティオピアは植民地化を免れ､独自の政治･文化を継承してきた国で,長く帝政が布

かれていた｡しかし､ 1970年代に入り､内戦と度重なる干魅によって国家経済は極度に悪

化し, 1974年の軍部反乱により､メンギスッを議長とする王制廃止臨時軍事行政評議会が

設立され,帝政は幕を閉じた｡メンギスッ新政権は社会主義路線をとったが, 1977年-83

年にかけてエティオピアを襲った大早魅により食糧不足が深刻化したことで､国民の反発

を招き, 1991年社会主義政権は崩壊した｡政権崩壊後は､国際的な監視の下で民主化が進

められ､ 1994年に新憲法が成立､ 95年には国民代表会議が開催され､国名もエティオピア

連邦民主共和国に改められた｡

同時期､北部のエリトリア地方において独立を求める内戦が激化し, 1993年,住民投票

によりエリトリアはエティオピアから独立した｡エリトリア独立によりエティオピアは内

陸国となったが､エリトリアとの友好関係を維持し､当初はエリトリア領内のアッサブ港

とマッサワ港の使用権も認められていた｡しかし,エリトリアが両港の決済に安定通貨に

よる保証を要求した結果,エティオピアの反感を招き, 1998年､国境地帯の領有権をめぐ

り､両国は軍事紛争に突入した｡断続的な軍事衝突に対して国際的な停戦呼びかけが続け

られた結果､両国は2000年12月､ ｢和平合意｣を締結した｡現在は､メレス政権下で疲弊

した国民経済は徐々に回復の兆しを見せ始めている｡

3.1.2開発政策･到達点:国家経済と貧困削減

2001年における国内総生産(GDP)は6,766百万ドル(世銀)で､これは一人当たり100ドル

に相当する｡国連開発計画(UNDP)が作成した人間開発報告書によれば､エティオピアは174

ヵ国中171位に位置付けられている｡貧困問題は､劣悪な保健医療､極度な情報の不足､

劣悪な生活環境､低い教育水準､失業､栄養失調､短命､乳幼児･母体死亡率等で表され

る｡したがい,貧困撲滅は､重要事項に対する意思決定能力と共に,土地,家屋､食料､

雇用,教育,その他社会支援に関わる環境整備として定義できる｡エティオピアにおける

貧困問題は､これら原因と結果が複雑に交錯し,広範囲に存在している｡

エティオピア政府は､ 1995/96年に世帯･収入･消費･支出調査(HHICE)を実施し,貧困

特性と国民の福祉向上に関わる開発政策および先行する計画施策の効果を明らかにした｡

HHICE調査によれば､国民一人当たりの平均所得は167ドルと低く､都市部の217ドルに対

して,農村部が159ドルと､地域格差の拡大傾向も明らかであった.また､成人一日当た

りの最低必要摂取熱量が2,200カロリーであるのに対して,エティオピアの総平均は1,954

カロリーで,人口の45.5%が貧困ライン以下にある｡幼児の栄養失調はさらに深刻で､ 1998

年の保健.栄養調査によれば, 3歳から6歳未満の幼児のうち, 52%が深刻な栄養不良であっ

た｡平均寿命は1994年時点で50.6歳であった｡乳児死亡率は1,000人に対し105人､幼

児死亡率は1,000人に対し172人であり､世界で最も高い水準にある｡成人識字率は1996
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年で22.3%であった｡非識字率は男性が55%､女性が77%と男女間格差が大きい｡さらに都

市と農村において格差が顕著であり､識字率は都市部が77%であるのに対して､農村部では

16%と極度に低い｡さらに､初等教育施設への就学率は23%に留まっているo

以上より､エチオピア政府は紛争後の経済課題に取り組むべく,貧困削減を国家開発の

中心課題として位置付け､国際機関･ドナー諸国と検討を重ね,貧困削減戦略ペーパー

(PRSP)の最終報告書を作成した｡政府の施策は､ PRSPに沿って､ (1)農業開発主導の産業

化政策(ADLI)､ (2)司法･行政サービス改善､ (3)地方分権化と地方政府の強化､ (4)政府､

民間部門の人材育成の4本柱で構成されている｡ ADLIによる開発達成は特に緊急の課題と

いわれている｡政府は,最も効果的で貧困撲滅に直接寄与する優先施策として､農家レベ

ルでの安定的な食料確保を揚げているo

3.1.3農業現況

エティオピア農業はGDPの52%､総輸出額の80%､全就業人口の74%を占める同国の基幹

産業である｡高い人口比率からも想像できるように､ 98%近い農家は土地所有面積が5.0ha

以下の零細農家である｡農耕可能地は国土の66%に当る7,360万haであるが､実際に農業

生産に利用されている耕地は,全農耕地の20%に過ぎない｡ごく一部では,企業経営による

コーヒーや園芸作物が生産されているが､主体は天水依存の穀物生産である｡

エティオピア農業は､気象変動の影響を受け易い極めて脆弱な構造を有している｡広く

天水依存型の農業が営まれているため､降雨条件に大きく影響を受け､生産性は低く不安

定である｡さらに､慢性的な食糧不足は､人口増加と相まって､年々深刻化する傾向にあ

る｡過去25年間におけるメイズ収量の年変動は下図のとおりである｡

メイズ収量の年変動(1975年-1999年)

上図からもわかるように,エティオピアのメイズ収量は過去, 1.0-2.0トン/haの範囲で

毎年大きく変動している｡一方､生産量は漸増傾向にあり近年は特に顕著な伸びを示して

いる｡収量がほぼ横ばいであることから,この増産傾向は明らかに作付け面積の外延的な

拡大に依存しているとみてよい｡年率2. 9%の人口成長を背景に,将来的にも穀物需要は益々

伸びることが予想され､今後も粗放的な穀物生産が加速度的に広がると考えられる｡すな

わち､近年におけるメイズ生産量の上昇傾向は､植生の減少に伴う環境破壊が急速に拡大
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していることを示している｡エティオピア農業省は､90年代中盤からの穀物生産量の伸び

は1994年のEPP(Extension Package Program)の普及効果が大きいとしているが､調査が必

要である(過去25年における穀物の総生産量および作付け面積は下図に示すとおりである｡

エティオピアの穀物生産量・収穫面積

エティオピア経済は天然資源に依存し続けた結果,資源は空前の勢いで枯渇しつつある｡

一世紀前までは､国土の40%が森林で覆われていたが,今日では4%まで減少している｡旱

魃は､年降雨量300-500mmの多くの地域で頻繁に発生し､70年代～80年代の度重なる旱

魃によりオロミア州だけで270万人が被災し､半数以上の家畜を死に至らしめた｡森林破

壊と農耕による土地収奪によって､表流水の流速増､地下水の枯渇,堆砂量の増加､洪水

頻度の増大が生じている｡また,地下水の水質悪化､揚水量の減少は､エティオピアにお

ける深刻な問題である｡特に､高塩分濃度､フッ素含有量が問題となっている｡

3.1.4農業政策

エティオピア政府は､人民民主党の5ヵ年開発計画を当面の政策綱領として採用してお

り,平和と民主主義の達成を国家開発戦略の基本理念としている｡第1次5ヵ年計画は､

1996年7月7日から2000年7月6日に実施され､農業セクターは小農重視政策を軸に､農

業研究･普及活動と連動した営農資金融資の拡大､農村基盤整備の促進､農村環境の改善､

人的資源開発を通じた小農支援において一定の成果を得た｡引き続き､ 2000年7月7日よ

り､第1次5ヵ年計画を踏襲した第2次5ヵ年計画が施行されている｡

エティオピア政府は,農業セクターの構造改善を国家政策の最優先課題と位置付け､ (1)

食糧自給率の向上､ (2)国内製造業に対する原材料の供給､ (3)雇用機会の創設､ (4)外貨準

備高の増大､ (5)環境保全の推進を国家目標として掲げているo政府の堅実な政策によって,

国内総生産の成長率は, 1992/93年度から1997/98年度の間､平均年率5.5%､同様に農業
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部門は3.4%,作物生産は4.9で成長している｡

3.1.5我が国ODAの動き

日本の対エティオピア援助の重点分野は教育､保健医療､食料確保とインフラ整備､環

境保全に対する無償および技術協力である｡主要な案件は, 99年3月の経済構造改善努力

および債務問題を含む経済困難緩和を目的とした6億円の､環境･社会開発セクタープロ

グラム無償資金協力､また､99年度までに合計75億円のノン･プロジェクト無償援助を供

与している｡

わが国の対エティオピア援助
（支 出 純 額 、 単 位 ＝百 万 ドル ）

9 5 5 0 ．4 9 （8 1） ・叫 （19 ） 62 ．4 9 （100 ） － 一 （－） 62 ．4 9 （100 ）

96 4 0 ．0 9 （8 0） ．叫 （20 ） 50 ．15 （100 ） － －
（－） 50 ．15 （100 ）

9 7 2 7 ．6 5 （74 ） ・叫 （26 ） 3 7．3 3 （100 ） － ー （－） 37 ．3 3 （100 ）

98 16 ．8 7 （65 ） ・叫 （35 ） 26 ．0 8 （100 ） 一 － （－） 26 ．0 8 （100 ）

99 3 2 ．5 1 （8 1） ．86 室 （19 ） 40 ．3 8 （100 ）
－ － （一） 40 ．3 （100 ）

累 計 33 7 ．58 （－） ・12毒 （－） 4 2 4．7 1 （－） 13 ．7 3 －8 ．8 3 （－） 4 15 ．9 1 （100 ）

(注) ()内は. ODA合計に占める各形熊の割合(%)e

さらに,我が国はアフリカの角地域を襲った大草魅により､深刻な食糧不足にあるエテ

ィオピア被災民を救済すべく2000年4月国連世界食料計画(WFP)の要請にこたえて480万

ドルの緊急無償援助を実施しているo　今後､日本の対エティオピア援助戦略が考慮すべき

点は, 2002年に策定された貧困削減戦略書(PRSP)である｡このことにより,わが国はドナ

ー協調を一層求められことが考えられる｡

3.2オロミア州農業セクター開発マスタープラン調査

3.2.1オロミア州の現況

エティオピアは70の民族から構成される多民族国家である｡ティグレ族､アムハラ族は

セム･ハム系の民族で､自らをソロモン大王とシバの女王の末蘭であるという高い誇りを

もっている｡オロモ族､ソマリ族はクシ系,トゥルカナ族などはナイロート系の人々であ

る｡エティオピアはこれら民族の文化と自主性を尊重した,アフリカ唯一の民族をベース

にした連邦国家であり,連邦政府と州政府との連携･デマケ､資源の適正な配分､地方分

権化の進め方等､円滑な行政を行ううえで多くの課題を抱えている｡

オロミア州は､首都アジスアベバを中心に全国土の32%に当たる353,690 km2を占める同

国最大の州である｡州都をアジスアベバの東100kmにあるナザレット(エティオピア第2の

都市,オロモの人々はアダマと呼ぶ)に置くが､州政府機能の大半はアジスアベバにある｡

州人口は2, 235万人(2000年推計)で総人口の35%を占め,民族構成は85%がオロモ人,9. 1%

がアムハラ人､ 5.9%がその他となっている｡都市部に居住するのは全体の15%程度で､ 85%

以上が農村に住み生業としての農業を営んでいる｡オロモ人は,オロモ語を共通語として

使用し,エティオピア正教徒およびイスラム教徒が全体の80%以上を占めている｡
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オロミア州は19世紀後半､当時のアビシニア国家により侵攻されたo　この時期､オロモ

の人々は飢健や疫病などにより死亡､あるいは奴隷として売られるなどして､人口が1,000

万人から500万人に半減するほどの大きな影響を受けた｡また､多くの人々が隣国に非発

し､残った人々はGabbarと呼ばれる農奴と同等の地位に乾められたと言われている｡国立

歴史民族博物館･民族学研究部の篠原徹教授は､エティオピアの民族分布は下図のような

概念で捉えると理解しやすいとしている｡

オロミア州は､わが国の国土面積に匹敵する35万km2を擁しており､農業生態系は多様

性に富み地域格差も大きい｡さらに､州の中央をアフリカ大地溝帯(リフトバレー)が北東

から南に縦貫し､特殊な農業環境をつくっている｡オロミア州の主要産業は農業であり､

大半の人々が農業で生計を営んでいる｡エティオピア高原に広がるオロミア州は､エティ

オピアでも最も肥沃な地域にあり､メイズ､テフ,小麦､大麦､豆類､油脂植物の他､食

肉･酪農製品を生産している｡同州はエティオピアの全作物生産の51%を占め､一年生作

物の45%､総家畜飼育頭数の44%を占める同国最大に穀倉地帯と言って良い｡次頁の衛星

写真からもわかるように､ 4月の雨期開始よりエティオピア高原に位置するオロミア州が

徐々に緑に覆われていく様子をみることができる｡一方､オロミア州南部(バレ衷部-シダ

モルケニア国境)は年間を通じて植生被覆は薄い｡

オロミア州は極めて多様性に富んだ農業生態系を有している｡アジスアベバからナザレ

ット経由で北東に向かうと､リフトバレーの乾燥季候下に､低潅木のなかをラクダやボラ

ナ牛の群を連れた遊牧の民であるカレユの人々をみる｡さらに進むと地形が急峻となり､

丘陵地の斜面にはチャット(覚醒作用のある薬草)が一面に植えられ,ジブチ国境の町ディ

レダワに至る｡さらに,北東に位置するパラレルでは,渓流から取水する伝統的な濯淑農

業が傾斜地で営まれている｡アジスアベバから西に進むとパラレルとは全く異なる景観で,

降雨量の豊かな農耕地帯が広がる｡テフ畑が一面に広がり,エンセ-チ(偽バナナ)に囲ま

れた農家がまとまった集落を形成している｡また､アジスアベバから南に進んだアルシ･

バレー帯では圃場区画が大きく､農業機械化が進んだ麦畑が延々と続くo

農産物の安定的増産を.こ潅漑開発は不可欠であるが､急峻な地形により､エティオピアの

濯概可能地は全農耕地の1%に当たる161,900haに過ぎないoまた,公式港概地区の開発面

積も28,000 ha(可能地の17%)に留まっている｡この内,約30%に当たる9,500haがオロミ

ア州に分布している｡
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エティオピア国内の食糧不足地域と衛星画像
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3.2.2オロミア州農業セクター開発マスタープランの意義

州政府の開発政策は､基本的に連邦政府による国家開発計画に則っており､オロミア州

政府においても2000年7月7日　-2005年7月6日を実施期間とした第2次5カ年計画が実

施されている｡ただし,連邦政凧こよる5カ年計画は､国家開発戦略の基本理念を掲げる

に留まっており,具体的な開発目標値の設定は各州に委ねられている｡

上述のとおり,現在,エティオピアではPRSPに沿って､セクター開発プログラム(SDP)

策定の動きが活発化しつつある｡エティオピアのなかでも最も広域かつ農業生産ポテンシ

ャルの高いオロミア州の農業開発を支援することは､オロミア州の農民はもとより､エテ

ィオピア農業セクター全体に与えるインパクトは大きい｡

本調査を通じて､わが国がオロミア農業の問題点と開発可能性を検討することができれ

ば､わが国のエティオピア農業セクターに対する援助の方向性もより明確になることが期

待される｡

3.2.3マスタープラン調査の概要

本調査の目的は､連邦政一村･農業省が策定する農業セクター開発プログラム(ASDP)を視

野に入れ,オロミア州における農業開発マスタープラン(OADMP)を策定することにある｡上

述のように,オロミア州はエティオピアの農業生産の基幹を担っており,マスタープラン

に沿った農業開発を持続的に実施することは､エティオピア国全体の農業開発に大きく貢

献するものと考えられるo既に策定されているエティオピアPRSPと準備段階にある農業セ

クター開発プログラム(ASDP)との整合性を保ち,連邦政府･農業省､援助機関､他ドナー,

NGOに認知されるマスタープランとすることが肝要である｡

OADMPの主なコンポーネントは, ｢農業生産性向上｣, ｢生活環境改善｣, ｢資源管理･環境

保全｣であり､三本柱からなる総合農村開発マスタープランとする｡ただし､プロジェクト

の羅列に終始せず､事業実施に係る法整備･組織強化･人材育成の具体的なプログラム化

に重点を置き,何を実施するかではなく,どう実施するかに主眼を置くことが必要である

と考える｡これを実現するためには､資源ポテンシャルを的確に把握し,土地水資源開発

の可能性と限界を見極め,現実的な生産基盤整備計画に基づく計画を策定することが求め

られている｡さらに､計画策定プロセスにおける透明性が高く､各関与者がオーナーシッ

プを実感できる参加型計画策定を採用し,政府職員の人材育成に直接寄与する調査活動を

盛り込むこととする｡

3.2.4実施体制

オロミア州政府は1996年7月に設立されたo　当時,州政府機構は社会､経済､管理､軍

事,ジェンダー配慮の5部門から構成されたが､その後改変を繰り返し､ 2001年11月､現

行の州政府機構改革において,次頁の図3. 1に示すような州政府が組織された｡農業セク

ターの各機関は新設のオロミア州農業最高執務室の下に配置されている｡本調査は,オロ

ミア州農業最高執務室の主管の下に､農業局(OADB : Oromia Agricultural Development

Bureau)および港親閲発庁(OIDA : Oromia Irrigation Development Authority)が主体とな

って実施される(
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3.2.5調査内容

本事業の実施においては､(1)基礎情報収集･分析､(2)プログラム策定､ (3)実施体制･

組織強化計画､(4)事業実施･モニタリング計画および(5)実証調査の各コンポーネントか

らなる｡以下において､それぞれのコンポーネントについての内容および留意点を検討す

る｡

(1)基礎情報収集･分析

①開発基本方針

国家および州の開発5ヵ年計画(1999/2000-2004/5)､食料安全保障､環境保全ガイドライン

等､農業農村開発に係る政策レビューを行い､開発基本方針を策定する｡また､調査期間を

通じてPRSPとSDPを頻繁にモニターし､上位計画との髄齢が生じないよう十分留意するo

②地域開発フレーム

2015年を開発目標年とする農業セクターマクロフレーム(GRDP､セクターシェア､経済成長率､

人口予測､就業人口)を概定する｡オロミア州は､エティオピアの穀倉地帯であり､将来

的にも同国の食料供給基地として発展していくことが期待されている｡したがい､州農

業セクターの国家的な位置付けと果たすべき役割を明確にし､国家経済-の貢献をマク
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ロフレームに十分反映させる｡

③基礎情報整備

統計資料､調査報告書および補完的な現地踏査に基づいて,自然条件(地形･気象･水資

源･地質･土壌･植生等)と社会条件(人口･土地利用･交通･通信等)を把握するo　これ

ら基礎情報を一元的に管理するデづヾ-スを構築し,自然･社会条件が即座に把握できる

各種主題図を作成するo調査対象地域が広域にわたるため,必要に応じて衛星T)モートセンシげ

(地恩情報システムGISは時期尚早とも思えるが調査で予備検討を行ラ)を活用したり｡ィシ寸ユアIレ

かつ説得力ある画像デづの作成も検討する(例:時系列データによる土地利用の変遷､早魅

年の農地面積･植生被覆等､一部, FAOが着手しておりこれら既存デづの活用も考慮する)｡

④農業現況分析

上記データヾ-スおよび主題図を活用し,農業･農村地域の現況把握と発展阻害要因および

開発ポテンシャルの予備的検討を行うo

(2)プログラム策定

①土地利用計画

農業生態特性(地形･降雨量･土壌)と営農類型に基づいて,オロミア州をマクロゾーニ

ング(10-20ゾーンに大別)し,各ゾーンの土地利用適性を評価し､土地利用ポテンシャ

ルを示すo調査では､ケニア農業省が策定した｢Agro-ecological Zoning｣の応用が期待

される(標高と年降雨量からり÷-ニンク,'している)｡

②農業開発計画

マクロ的な視点で､ゾーン別に作付け面積､期待収量から将来の農産物生産量予測を行

い､各地区(Wareda)の予測人口から地区別の食料需給バランスを分析し,将来の食料供

給地区および不足地区の地域分布を明確にする｡

③作物生産計画

ゾーン別に基幹作物(穀物)と換金作物のバランスを考慮した作付け面積を検討する｡作

物栽培学的な視点から天水農業の生産性改善策(標準耕種法･作付け体系)を提案する｡

また､農業労働バランスおよび農作業体系の分析に基づく,機械化農作業体系の検討を

行う｡

④畜産開発計画

州内の遊牧民(カレユ･ク+ルづ｡)の放牧パターンを明らかにすると共に,飼養家畜頭数と自然

草地の牧養力の評価に基づく,過放牧の現状把握を行い､環境保全を念頭に置いた適正

な開発水準(管理牧草地と改良品種の導入の最適化)と畜産改善策を提案する,環境保全

(流域保全)と畜産開発の両面から,土地利用規制(放牧禁止区域)を検討する｡エティオ

ピア畜産セクターの最適化は､国際畜産研究所(ILRI､在ナイロビ,エティオピアにはデブラで

ットに支所)がグローバルな視点で調査研究を続けており､ILRIとの情報交換が不可欠であ

る｡

⑤潅漑排水計画

水源開発､地区､潅漑方法､水管理､導入作物の選定等からなる潅漑排水開発を提案す
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る｡現在OIDAは参加型開発と既存事業のリハビリに優先度を与えており､マスタープラン

ではこの点を十分考慮する必要がある｡現行のメキ地域潅漑計画における実証調査での

成果(参加型潅漑開発ガイドラインと既存潅漑96地区データペース)と教訓に基づく､網羅的かつ

現実的な開発計画を策定する｡

⑥営農計画

オロミア州の農業は有畜農業であり､多くの農民は生業としての農業を営んでいる｡作

物別､経営規模等から,営農類型を細分化し､潅漑､天水農業､畜産をそれぞれ主体と

する営農モデル(平均的な農家)を設定する｡特に､土地所有の実態･予測を農家レベル

で行い､地域特性(人口集中地域における農地細分化の現状を計画に反映させる)を考慮

した営農モデルを設定することが肝要である｡各モデルごとに農家経営分析を行い､将

来のモデル農家(農家の将来像)を設定する｡

⑦農産加工振興計画

基本的には民間主導で推進するセクターであり､支援策の検討に留まる可能性があるが,収

穫後処理､農産物加工,貯蔵に関するマクロ的な計画に留まらず､具体的な提案を盛り

込む　FAOによれば､エティオピアの収穫後ロスは25%にも達するという報告があり､畜

産の足踏み脱穀から簡易な脱穀機の導入は十分検討する必要がある｡メルカッサ試験場

でJICA専門家が導入試験を実施した多目的脱穀機(現在sG2000が改良モデルを検討中)の

普及可能性(協同組合の所有)を検討する｡

現在,農産加工は製粉業､皮革なめし業などが中心であるが､将来的には, PRSPにおい

て最優先度が与えられている｢農業開発による工業振興｣ (Agricultural-Development-

Led Industrialization, ADLI)に沿って,多角的な農産物加工業-の原料増産･供給と

小規模農産加工業振興(Micro-entrepreneurs支援)を目的とした長期クレジットの導入

を検討する｡ウガンダではUSAIDが小規模農産加工業振興クレジットを事業化しており､

これら近隣諸国の実績を十分調査することが必要である｡

⑧市場流通改善計画

マクロ的な視点で農産物の市場流通システムに関する政府支援策を提言する｡村落レベ

ルでの農産物取引に政府が介入(例えば統制価格,仲買ライセンス制度)することは,仲買人の

インセンティブを低下させ,結果として農産物流通の不活性化を招く可能性が高い｡むしろ,

市場情報を詳細･頻繁に農村部に流し､不正な仲買行為を抑制するなど間接的な施策が

必要である｡

本調査では､公的機関(Wareda役場､ Wareda数は州全域で400余に及ぶ)が関与する定期

雑貨市(青空市場)の活性化を中心に検討を進めることが妥当と思われる｡

一方,アジスアベバ､ナザレット等の主要都市では市場施設整備の立ち遅れから､一般

的に路上における相対取引が行われており､交通渋滞･環境問題等の原因となっている

ため､都市部における公設青果市場の新設は検討を要する｡また､生産者に対する輸出

向け作物･高付加価値作物に関する市場情報提供システム(新聞､国営ラシ寸オ局による市場

情報放送等)を計画に盛り込む｡

⑨農業支援計画

現行の試験-普及リンケーシナプログラムと整合性ある農業試験研究･農業普及の支援政策の立案
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が課題となる｡オロミア州農業局は約5000名の普及員を展開して普及事業(改良T&Vシステ

ム)を推進しているが､普及員の知識･経験不足に加え､普及教材･展示圃場も限られて

おり､質の高い普及事業とは言い難い｡普及員研修(Capacity Building)､普及教材改善

(アムハラ語･オロモ語の併記)､展示効果の高いサテライト試験圃場の設置など､多面的な普及事業

への支援策を必要としている｡改善の方策として移動手段(車輌)の拡充が挙げられるが,

上記の各支援策と連動させない限り､車輌の供与のみでは高い効果は期待できない｡

現行の生産投入材供給クレジット(Extension Package Program: EPP)は基本的には農業好

適地域におけるインプットの標準施与量をベ-スにしており､農業生態の域内格差に着目する

と､画一的なインプット･パッケージは過剰投資と農民へのリスク転化を生じている可能性がある｡

農業生態区分(上述のマクロゾーン)に適した品種選定､標準施肥量など地元における実証試験

を通じて最適化する必要がある｡

現行のメキ調査では半乾燥地における農業技術の適正化を目的とする試験プログラム策定

および普及教材の実証調査を実施しており､その成果を踏まえた計画策定が可能である｡

また､農業支援計画では､改良種子の生産･配布システムの拡充が重要な検討課題とな

る｡

⑩農村基盤計画

BHN充足に係る農村基盤整備(給水,保健衛生､農道､学校等)の検討と計画策定｡既存の

教育,保健医療､道路の各SDPと現在検討が進められている水資源SDPとの整合性に留

意する｡

⑪農村コミュニティ支援計画

貧困層･女性･土地無し農民などの社会的弱者に直接寄与する参加型開発事業の推進に

係る支援プログラムを策定する｡農村部における職業訓練センター(Village

Polytechnic)を検討する｡

⑫食料安全保障計画

Regional Food Security Program｡オロミア州はわが国の国土に匹敵する広大な地域で

あり､農作物作況に大きな域内格差が生じている｡早魅常習地域を考慮した緊急時の食

料安全保障プログラムを検討する｡

また,社会不安を軽減するためのSafety Net　として,穀物の作況予測･警告システム

(Early Warning System)を検討するo穀物余剰地域から不足地域-の緊急供給､ Disaster

prevention Preparedness Commission(DPPC)と連繋した緊急援助要請等の体制強化を提

案する｡衛星リモートセンシンク÷による作付け面積モニタリング､既存の気象観測網拡充および

IT技術を応用した広域気象監視システム確立等を計画に盛り込む｡

⑬環境保全計画

限られた資源の有効活用と環境保全の両面から具体的な対策を提案する｡特に,植林,

土壌保全策(土木的対策と耕種的対策)､水質保全等を提案する｡エティオピアにおいて

植林事業が進まぬ要因はいくつか認められているが､苗木不足など物理的な制限要因に

加えて､農民の植林事業に対する動機付け(意識醸成)のシステム欠如がある｡農林地一

体型開発事業(アグロフォーレストリー､アレイクロッピング等)の推進など､農民にと

ってインセンティヴのある現実的な植林事業の推進が求められている｡また､植林後､幼木が
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畜産によるダメージを受けるケースも多く､植生保護の観点から,遊牧民と農民を棲み

分ける時限的な土地利用規制の必要性も検討に借する｡さらに､オロミア州の中央を南

北に縦貫するリフトバレー(アフリカ大地溝帯)には様々な湖沼郡が存在し､自然環境保

.謹上,水産資源管理､観光開発上､特に重要な地域であり､農牧業開発の提案と連動し

た環境モニタリングをOADMPで位置付け､プログラムを策定する必要がある｡

(3)実施体制･組織強化計画

①法整備への提言

土地所有､水利権､環境基準,農民組織(協同組合)等の法整備および政府機関定款の見

直しが必要となるDただし, OADMP推進に不可欠な条例など,州レベルでの対応が可能な

範囲とし､国家レベルでの対応を要する法整備は,現時点では非現実的であり､慎重に

取り扱うことはいうまでもない｡

②組織運営計画

各プログラムの実施体制､各機関の実施組織･職務分掌､予算配分等の現実的な提案を行う｡

特に､ OADMPの円滑な推進には､農業局､濯概開発庁､協同組合推進局のコーディネーションが不

可欠であり､協力体制確立への提言を行うと共に､責任範囲のデマケについて明確な提

案をすることが肝要である｡一例を挙げれば､潅漑事業を通じて設立される水利組合

(WUA)に法人格を付与するためには協同組合推進局の支援が不可欠であり､潅漑における

作物生産技術の普及には､農業局所轄の普及員を活用することが現実的である｡関連機

関の責任範囲が不明瞭なため､現時点では､潅漑施設建設のWUA引渡し後は､政府支援

が十分に行われていない｡

③協同組合推進計画

キづア-マ-養成などコミュニティ育成に寄与する能力向上計画を提案する｡多くの事業は農民主体

(参加型開発)で推進されるため､法人格の付与と組織強化を考慮した場合､協同組合推

進局が所轄する組合形成･管理が極めて重要と考えられる｡

④行政能力向上計画

各プログラムの実施には水文気象解析､土木エンジニアリング等ハード面と参加型開発､環境､貧

困･ジェンダー配慮等のソフト面の双方に対する長期的な人材育成が必要である｡州政府職

員に対して､合目的かつ実地訓練を伴う教育研修プログラムを提案する｡

3.2.6調査実施への提言

OADMPで策定するプログラムの単体あるいは複数を組合わせ,具体的な事業を提案する｡

提案する候補事業は網羅的(総花的)なものにならぬよう留意し､現実的かつ緊急性が高く,

実施機関および地域農民にとって強い動機付けとなるような事業を優先させる｡また､優

先事業の一部を実証調査で実施することも考慮する｡

わが国ODAを念頭に置いて具体的な候補事業を考えると､開発調査の枠組みで､実証調

査として事業を一部実施することで,より現実的な計画策定を行うことが可能となる｡同

時に､実証調査への参加を通じて､オロミア州政府の職員と農民に対する実質的な人材育

成が図られ､先方に知的･人的資産を残すことが可能となる｡開発調査を通じて､農業統

計･住民ニーズに係る情報を管理する技術を移転し､将来的には､オロミア州農村開発農

業省内に､農業･農村開発に係る情報を一元管理する農業開発支援(ADAMA)プログラムを設
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置し､住民ニーズに基づくボトムアップ型の農業開発を推進することが望まれる(図3.2)｡

また､実施主体である､オロミア州は政府内の機構改革を実施中であり､本調査の実施

機関は今後の動向を見ながら確定する必要がある｡原則的にはオロミア州農村開発農業省

の下に､オロミア州農業局およびオロミア州潅漑開発庁を所轄する同省を基幹とし関係省

庁との連携の調整を目的にステアリングコミッティを設置する｡さらに､全調査期間を通

じて､各種報告書の提出時に､関係諸機関から組織されるSteering Committee Meetingと､

これに連邦農業省､国際機関､ドナー､NGOを加えたStakeholder Meetingを開催する｡
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貧困削減戦略書（PRSP）およぴ
農業セクター開発プログラム（ASDP）

K2-E3TBM'TgEIJ.BI

ftXMft支aff9(ADAUA)プログラム■♯:
projectCycleManagement(PCM)の理念をもって.オロミア州政府内に♯兼情報管理センターを新穀し.マスタープランのモニ
タ1)ング評価を目的とする監視システムを構築するD仮にAgio*turd卵岬†かsis†mロゼ脚IADAMAけログラムと呼
メ(ADAMAはオロミア州都の名称でもある)

Ej土Ej山.Isl.'
..13~0.10≠

国3．2オロミア州農業セクター開発マスタープランとドナーによる側面支援の予備検討
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調査行程
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8月27日 火 空路:成田発香港着(JL739 18:55/22:25) 機中

8月28日 水 空路‥香港発ドバイ着(EK381 00:55/05:00) ナイロビ

空路‥ドバイ発ナイロビ着(EK738 08:10/12:10)

･ケニア農業省訪問(辻下専門家)

8月29日 木 ･国家潅漑委員会(NIB)訪問及びムエア潅漑地区視察 ナイロビ
JICAナイロビ事務所(栗栖所員)

8月30日 金 空路:ナイロビ発エンテベ着(KQ414 17:50/19:00) カンパラ

8月31日 土 ･ムコノ農業試験場(ADRI)訪問･JOCV隊員訪問 カンパラ

･村落にて聞き取り調査

9月1日 日 陸路‥カンパラ→トロロ トロロ

･クミ県農業改良普及所および稲作農家聞き取り調査

9月2日 月 ･セレレ農業畜産試験場(SAAI)訪問 カンパラ

･ムバレ市内の精米業看視察

･ドホ潅漑地区視察及び農民聞き取り調査

陸路=ムバレ→カンパラ

9月3日 火 USAID訪問 ナイロビ

･ウガンダ農業省計画局訪問

･エンテベ空港内保冷倉庫視察

空路:エンテべ発ナイロビ着(KQ413 15‥10/16:20)

9月4日 水 空路:ナイロビ発リロングエ着(KQ426 08‥00/ll:15) リロングエ
JICAマラウイ事務所(村上所長､松本所員)

･農業港概省潅酒≡局訪問

9月5日 木 陸路‥リロングエ→サリマ サリマ

･農村コミュニティによるマイクロイげ】ション4地区視察

9月6日 金 ･リフウ濯概地区視察及び農民聞き取り調査 リロングエ

陸路‥サリマ→リロングエ

9月7日 土 空路:リロングエ発ナイロビ着(KQ426 12:45/15:35) ナイロビ

･資料整理 (江波戸帰路)

9月8日 日 空路:ナイロビ発アジスアベバ着(ET878 09:00/10:50) アジスアベバ

9月9日 月 JICAエティオピア事務所(江畑所長･住吉所員) アジスアベバ

･オロミア州濯概開発庁訪問 (江波戸成田)

9月10 日 火 陸路:アジスアベバ⇔東ショア圏 アジスアベバ

9月11日 水 ･連邦政府農業省(狩俣専門家) アジスアベバ

9月12日 木 空路=アジスアベバ発ナイロビ着(ET801 13:00/14:50) ナイロビ

9月13日 金 JICAナイロビ事務所(大塚所長･栗栖所員) 機中

空路‥ナイロビ発ドバイ着(EK724 08:20/00:25)

9月14日 土 空路‥ドバイ発バンコク着(EK382 03:15/12:45) 機中

空路=バンコク発成田着(JL718 22:30/06:25+1)

9月15日 成田着06:25)
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